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自 由 民 主 党 要 望 項 目 一 覧
平成２７年度当初分 

要望項目 左 に 対 す る 対 応 方 針 等 

１ 地方創生の推進について  

県版総合戦略の策定に当たっては、真に自主・自立の地

域づくりに資するよう県庁全体で知恵を結集し、地方創生

のモデルとなるような独創性のあるものとすること。

併せて、「県版・市町村コンシェルジュ」や「鳥取創生チ

ーム」が、関係機関等と密に連携し、市町村の地方創生に

向けた取組を支援する機能が十分に発揮されるよう努める

こと。

鳥取県として先導的に地方創生に取り組んでいくため、圏域毎に市町村やＮＰＯ・経済団体等を

含めた「鳥取創生チーム」を設けるとともに、「県版市町村コンシェルジュ」を配置し、県内市町

村と密接に連携しながら、県版の「人口ビジョン」及び「まち・ひと・しごと創生総合戦略」の検

討を進めている。 

その上で、県版の「まち・ひと・しごと創生総合戦略」の骨子を今年度中に策定し、本年秋頃を

目途に完成するよう、関係機関も含めてオール鳥取県で地方創生の取組を進めてまいりたい。 

・【２月補正】県版総合戦略策定費 ８，０００千円 

○緊（１）地方創生に向けた国への重点的な要望事項につい

て 

○権限・財源の充実について 

地方の実情に応じた地方創生の取組を推進するための権

限・財源の充実を求めること。 

国の平成２７年度予算案では、一般財源総額について２６年度の水準を上回る額が確保される

とともに、地方創生関連として１兆円が地方財政計画の歳出に計上された。また、平成２６年度

補正予算案では、地方創生に向けた取組を支援するため、地域住民生活等緊急支援のための交付

金が設けられた。 

今後も、人口減少対策や地域経済活性化のための施策を継続して取り組んでいく必要があるた

め、引き続き、地方創生の取組に必要な中長期的な支援について国へ要望していく。

○国の機関の再配置等について 

国の研究機関、施設等の再配置、国の出先機関（厚生労

働省、農林水産省関係等）の地方移管、地方大学の機能強

化を求めること。 

地方から東京圏への人口流出に歯止めをかけ、地方への新たな人の流れを作るため、政府機関

や大学、研究施設等の地方への移転や地方大学の活性化が必要であり、本年１月に国に対し、企

業・大学・政府機関等の地方分散対策について、国策として強力に推進するよう要望を行った。

国の「まち・ひと・しごと創生総合戦略」においては、政府関係機関の地方移転について、２

０１６年度以降に具体化を図っていく旨が明記されており、本県の実情を踏まえて具体の機関の

検討を行いながら国に対して働きかけていきたい。

○社会基盤の整備について 

地方分権型社会の実現のためには、未だ交通不便、輸送

コスト競争で不利な地域に対する社会基盤整備（高速道路、

空港、港湾の整備、鉄道の高速化）を求めること。 

併せて、輸送コスト競争で不利な地域の高速道路の無料

化を求めること。 

個々の箇所について状況を確認の上、しっかりと対応したい。 

県内高速道路のミッシングリンクについては、これまで重ねて国に対して早期の解消を要望してい

るところであり、１月１５日にも国土交通省に対し、鳥取西道路をはじめとする県内事業箇所への重

点配分及び事業未着手区間にかかる事業再開並びに事業化に向けた調査の促進、また、境港の重点整

備や地方航空路線の維持拡充、高速鉄道網の整備について要望した。今後とも、引き続き予算の重点

配分や調査の促進を要望していく。 

高速道路料金については、平成２６年度に改定されたことを踏まえ、今後の高速道路整備や維持更

新に支障を及ぼすことがないよう必要な財源を確保すると共に、影響を受ける他の公共交通機関に配

慮しながら、地域の実情に応じたきめ細かな料金割引施策を講じるよう、中国地区の各県と連携して、
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要望項目 左 に 対 す る 対 応 方 針 等 

国へ要望していく。 

○条件不利地域への対応について 

現在の政府の農政は、厳しい国際競争に対応すべく、規

模拡大、生産性の向上を目指しているが、条件が不利な中

山間地域の農業などを守る対応を求めること。 

集落機能の維持の観点から、それぞれ実情をしっかりと把握し、可能な対策を検討していきたい。

生産条件が不利な中山間地域の実情に即し、地元負担が軽減された基盤整備事業の創設、中山間地域

等直接支払制度の返還要件緩和など、これまで国へ要望してきたところであり、今後も農業者等の意

見を聞きながら、中山間地域の農業を守るための農業政策について国に求めていく。 

（２）人口減少・少子化対策の推進について  

○合計特殊出生率の数値目標設定について 

 子育て王国を推進する鳥取県として、合計特殊出生率の

数値目標を設定し、その目標を達成すべく、あらゆる子育

て支援策を講じること。 

 合計特殊出生率の数値目標の設定については、子育て王国とっとり会議に意見を聞きながら検討し

ているところであり、県独自の人口推計の検討状況も踏まえて早急に検討を進めていく。 

○緊○保育士等の処遇改善について 

保育士や幼稚園教諭は、子ども達に質の高い保育・教

育を提供する重要な役割を担っているにもかかわらず、

処遇がそれに見合っていないことから、人材確保が困難

な状況にあり、親も安心して、子どもを預けられない弊

害が生じている。 

ついては、保育士等の人材確保を図るため、現状を調

査し、処遇改善を進めること。 

 保育士等の処遇改善は、平成２５年度から国の制度として「保育士等処遇改善臨時特例事業」が創

設され、県も予算措置を行い対応しているところである。 

 来年度から施行される「子ども・子育て支援新制度」については、消費増税延期に伴う財源不足が

懸念されていたが、全国知事会や本県の要望が結実し、予定されていた質の改善（３％の処遇改善、

３歳児加配等）は実施されることとなった。しかしながら、質の改善は、処遇改善が当初目標の５％

から３％になるなど、全体的に圧縮されている経緯もあることから、さらなる質の改善が図られるよ

う、引き続き国に強く要望していくとともに、１歳児加配や障がい児加配など、本県独自の取組は、

市町村と連携して継続実施し、適宜保育環境の充実と保育士等の処遇改善を支援していく。 

・施設型給付費県負担金                    １，５９０，５９２千円 

・【２月補正】保育サービス多様化促進事業（障がい児保育、重度障がい児保育事業等） 

１３６，７６６千円 

・【２月補正】低年齢児等受入保育所保育士特別配置事業       １２８，２１２千円 

○緊○市町村が行う子育て支援施策への支援について 

保育料や子どもの医療費の無償化等の出産や子育てに

要する経済的負担を軽減するための施策を推進するこ

と。特に、現在行っている中山間地域の保育料無償化事

業については、都市部を含めた全県に対象を拡充するこ

と。 

併せて、子どもの医療費助成制度の創設を国に働きか

けること。 

 保育料や子どもの医療費の無償化等に関しては、市町村と協調して取り組む必要があり、県及び市

町村で相当な財政的負担が生じるため困難を伴うが、保育料に関しては、現在実施している第３子以

降の軽減制度を充実し、第３子以降の保育料を無償化することについて、市町村の意見を聞きながら

引き続き検討していく。 

 また、中山間地域市町村保育料無償化等モデル事業の対象地域の拡充についても、そのあり方につ

いて市町村の意見を聞き、引き続き検討していく。 

 なお、国において「幼児教育無償化」や「第３子以降の出産・育児・教育の重点支援」が骨太の方

針で示されていることから、今後の動向を注視するとともに、保育料軽減や医療費助成制度の創設等、

子育てに要する経済的負担軽減について、引き続き国に強く要望していく。 

・【２月補正】鳥取県多子世帯保育所保育料軽減子育て支援事業 ３３２，７２４千円 

・【２月補正】中山間地域市町村保育料無償化等モデル事業  ３９，５４２千円 

・私立幼稚園保育料軽減事業補助金           ２８，９２５千円 
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・特別医療費助成事業（小児）           ７３２，８３７千円 

○妊娠・出産・子育てに関する知識等の普及啓発について

本県の人工妊娠中絶率は、全国１位であり、さらに性感

染症は年々増加の傾向にあるため、次世代の親づくり観点

から、妊娠・出産・子育てに関する知識や情報を提供し、

自分ライフプランを描くとともに、子ども達の性と生殖の

健康を守りいのちの大切さを伝えることが必要である。 

ついては、これらの課題への対応として効果があると思

われる未来のパパママ育み事業及び今から始める！いつか

はパパママ事業を継続実施すること。 

「未来のパパママ育み事業」及び「今から始める！いつかはパパママ事業」の継続については、当初

予算において対応を検討している。 

・健やかな妊娠・出産のための応援事業 

（未来のパパママ育み事業）       １,４９５千円 

（今から始める！いつかはパパママ事業） １,８４７千円 

○孫育てに対する支援について 

シニア世代が子育てに積極的に参加できるよう、孫育て

事業を引き続き、実施すること。 

 祖父母世代の方々が、出会いから妊娠・出産、子育てについて、最新の知識や今の若者や保護者が

求めている支援を身につけて、自身の孫育てにも役立てつつ、また地域で結婚・妊娠・出産・子育て

の支援に取り組む“とっとり孫育てマイスター”を養成するシニア世代の孫育て講座等の開催につい

て、経済対策予算において対応を検討している。 

・【２月補正】地域の結婚・出産・子育て応援事業（地域少子化対策強化交付金） 

        （シニア世代の孫育て事業） ４，４８３千円 

○訪問型産後ケア事業について 

産後の母親は、育児不安・母乳分泌不良等で、疲労やス

トレスを抱えている。初期に助産師が訪問し、実生活に応

じた支援を行うことで、母子関係を良好に保つとともに、

育児不安の減少、子どもの虐待、産後うつの予防等にも効

果があることから、訪問型産後ケアを実施するための支援

を行うこと。 

併せて、産後の母親のニーズの把握に努め、助産師によ

る乳房ケアの実施等について、検討すること。 

 産後の母親の支援については、各市町村において、助産師や保健師が訪問し個別対応を行ったり、

出産した産婦人科及び乳房ケアを実施している助産所で、来所型の支援が行われたりしている。 

 産後の母親のニーズについては、現在、産前・産後ケアに関するアンケートを実施し、よりニーズ

に応じた支援が実施できるよう分析しているところであるが、妊産婦への助産師による相談体制の充

実について、経済対策予算において対応を検討している。 

・【２月補正】地域の結婚・出産・子育て応援事業（地域少子化対策強化交付金） 

（産科医不在町村等の安心出産支援事業） ５，６８９千円 

○助産師出向支援システムの構築について 

限られた助産師数で、全ての妊産婦と新生児により良い

助産ケアを提供するためには、助産師一人一人の助産実践

能力を強化支援するとともに、施設間での就業助産師数の

偏在是正が求められる。 

ついては、安全・安心な出産環境の整備のため、助産師

出向システムの構築を図ること。 

 助産師出向システム構築のための関係者による協議会の開催や、コーディネーターの活動などにつ

いての事業化を当初予算において検討している。 

・助産師出向支援事業 １，２２３千円 

○社会福祉施設における育児支援の充実について 

社会福祉施設（老人関係施設、障がい者施設、子育て関

 社会福祉施設における育児支援の充実を図るため、活用できる子育て支援施策について情報提供を

行い、子育てに関する休暇制度の整備や活用を促す。 
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係施設等）に勤務する介護士、看護師、保育士の人材確保

の観点からも労働環境の向上を図る必要があるため、子育

て休暇制度の充実を働きかけるとともに、充実に向けた支

援策を検討すること。 

 特に、夫たる男性労働者の育児参加が必要であるため、事業所に対して子育ての最初の段階で男性

が育児に積極的に関わることできる休暇制度の整備・促進を図る奨励金制度について、当初予算で検

討している。 

・子育てしやすい企業支援事業（男性の子育てしやすい企業支援奨励金） ４，５００千円 

○おたふくかぜ等の定期接種化について 

おたふくかぜやＢ型肝炎等の定期接種化について、引き

続き、国に働きかけること。 

 おたふくかぜについては、現在国においてB型肝炎及びロタとともに財源措置を含めて定期接種化

についての検討が進められている。これらのワクチンの財源措置を含めた定期接種化について、本年

度も１１月２０日に要望を行ったところであり、引き続き国に要望していく。 

○緊○移住定住の推進について 

中山間地域において、「日本版ＣＣＲＣ」のモデル事

業として、取り組むよう、検討すること。 

併せて、移住定住者の起業に対する初期投資に対して、

支援すること。 

 地方が都市部の高齢者を受入れるための仕組みや方策について、市町村の具体的構想を踏まえつ

つ、必要な県支援策について検討を進めたい。 

移住定住者をはじめとする県内での創業への支援については、創業初期の費用負担軽減や県外での

販路開拓拠点の確保支援等などを、２月補正予算及び当初予算において検討している。 

 ・【２月補正】地域創業促進事業    ５２７千円 

 ・地域創業促進事業       ９６，１６０千円 

（３）産業振興・雇用創出について  

○緊○産業創出への支援について 

地元企業を育成し、県内において、開発から生産まで

一貫して行える産業の創出を図ること。 

併せて、スマートグリッド・植物工場等関連技術の開

発促進など、新たな成長産業を育成する取組に対して、

支援を行うこと。 

県内で開発から生産まで一貫して行える産業の創出を図るため、県内企業の成長分野等における

新たな取組への積極的な支援を当初予算において検討している。 

・次世代環境産業創出プロジェクト事業 １４，９４６千円 

・とっとり発医療機器開発支援事業    ３０，１９７千円 

・産学共同事業化プロジェクト支援事業 ３０，４５１千円 

○緊○雇用対策の充実について 

相次ぐ企業の事業再編等により、多くの離職者が発生

しており、地域の経済や雇用に大きな影響を与えている。

 このような状況を踏まえて、雇用確保・人材育成を推

進する雇用対策をさらに充実すること。 

雇用確保については、離職者の速やかな再就職実現に向けて、ミドル・シニア仕事ぷらざ、レディ

ーズ仕事プラザ、若者仕事ぷらざ等の就業支援機関によるきめ細やかな支援を引き続き行うととも

に、「労働移動受入奨励金」制度を活用し、関係機関と連携しながら正規雇用による再就職を促進し

ていくこととしており、以下の事業の実施を当初予算において検討している。 

・中高年者就業支援事業          ５２，０１６千円 

・女性の就業支援事業            １，１９２千円 

・（緊急雇用創出事業）女性の就業支援事業 ３６，１６９千円 

・若年者就業支援事業           ７９，９８８千円 

・労働移動緊急対策事業          ９２，０００千円 

人材育成については、離職者の再就職支援と将来の県内産業の担い手育成のため、ポリテクセンタ

ー、ハローワーク等と連携を図りながら県産業人材育成センターの職業訓練の充実を図っていくこと

としており、施設内に金属３Ｄプリンタを導入したほか、育児中の女性に配慮した訓練の拡充を当初

予算において検討している。 

・職業訓練事業費            ４５６，９５４千円 
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要望項目 左 に 対 す る 対 応 方 針 等 

○経営改善設備投資支援事業について 

経営改善設備投資支援事業について、前年度の実績等を

踏まえて、十分な予算措置を講じること。 

経営改善設備投資支援事業補助金については、県版経営革新計画の認定実績等を踏まえた所要額の

措置を当初予算において検討している。 

 ・経営改善設備投資支援事業 ３０９，９３４千円 

○商工団体の体制の充実・強化について 

商工団体は県内事業者の経営、事業承継、後継者育成、

販路開拓支援など、様々な事業を行っているが、マンパワ

ーが不足している状況であるため、人員体制を充実すると

ともに、職員の資質向上対策を強化すること。 

小規模基本法が制定される中、商工団体が起業・創業、新事業展開、事業承継など、企業の段階に

応じた伴走型の経営支援が行えるよう、県商工会連合会については経営支援専門員等１１５名体制の

維持、県内４商工会議所については平成２５年度から臨時的に配置している非常勤職員１３名の定数

化を当初予算において検討している。 

また、職員の資質向上対策の継続支援についても、当初予算において検討している。 

・小規模事業者等経営支援交付金（商工会・商工会連合会、商工会議所）８６６，６５６千円 

○県版経営革新制度の利用促進について 

鳥取県版経営革新制度は、新たに設備導入を補助する制

度もでき、他県に比べて優位性があるため、この制度の利

用促進に向けた取組を進めること。   

併せて、事業者が再チャレンジできるよう制度の見直し

を行うこと。 

鳥取県版経営革新制度について、商工団体を通じた制度の周知を進めるとともに、県の新聞広報等

を活用した周知を図ることとしている。 

また、再チャレンジについては、別テーマの計画であれば再活用可能な仕組みとすることについて

当初予算で検討している。 

・鳥取県版経営革新総合支援事業 ２２６，３２０千円 

○大阪ビジネスオフィスの検討について 

大阪に県内企業の拠点となるビジネスオフィス機能を有

する施設の設置を検討すること。 

県内企業が、大阪を含めた県外においてビジネス拠点を確保するに当たっての支援策の創設につい

て、県内の事業活動の活性化を条件として、２月補正及び当初予算において検討している。 

・【２月補正】地域創業促進事業（販路開拓県外ビジネス拠点確保支援事業）   ２５０千円 

・地域創業促進事業（販路開拓県外ビジネス拠点確保支援事業）       ７，５００千円 

○県産品のブランド力強化について 

鳥取県商工会連合会が計画している県中部地域における

県産品のブランド力強化を図る事業への支援を行うこと。

鳥取県商工会連合会が計画している県中部地域における県産品のブランド力強化を図る事業への

支援については、商工会連合会への経営支援交付金の中に需要創出事業分として所要額を含める方向

で、当初予算において検討している。 

・小規模事業者等経営支援交付金（商工会・商工会連合会、商工会議所） ８６６，６５６千円

○鳥取港の通関手続体制の整備について 

企業から鳥取港での外貿使用を行いたいとの要望が出て

いるが、現在、鳥取監視署では通関手続が行えないため、

鳥取港における迅速な通関手続体制の整備について、引き

続き、国に働きかけること。 

現在、鳥取港振興会を中心に県も一緒になって、利用者に対し港湾荷役支援を行い外国貿易の促進

に取り組んでいる。 

通関手続体制の整備については、平成２６年７月の日本海沿岸地帯振興連盟及び同２６年８月に中

国圏広域地方計画推進会議で国土交通省など関係省庁に対して要望したところであり、今後とも引き

続き国等へ要望していく。 

（４）農林水産業の振興について【農業振興について】  

○緊○水田農業対策について 

米の需要量の減少が今後も続くと見込まれ、需給が締

まらないことが予想される。また、２０１８年産以降は、

国による生産数量目標の配分廃止も検討されている。飼

料用米等への転作や新たな販路開拓、規模拡大によるコ

水田農業については、県段階、地域段階で水田フル活用ビジョンを策定し、地域にあった水田農業

を推進しており、転作作物の主力品目として飼料用米の普及・拡大を図っているところである。また、

県内流通に加え、全国流通に取り組むことで飼料用米の販路確保に努めている。また、業務用を含め

た主食用米の販路開拓、担い手への農地集積、稲作農家の経営多角化等についても、ＪＡグループや

関係団体と連携しながら進めたい。 
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要望項目 左 に 対 す る 対 応 方 針 等 

スト削減等の総合的な水田農業対策に取り組むこと。  ・鳥取県産きぬむすめ等販売拡大支援事業    ２，７５０千円 

 ・園芸産地活力増進事業（経営多角化タイプ） １７，０００千円 

○緊○６次産業化の推進について 

地域産業の活性化を図るためには、６次産業化の推進

に当たって、域内の経営資源を最大限に活用していく必

要があるが、従来から県内の食品加工分野が弱いことが

課題となっている。 

ついては、人材育成を含む県内の食品加工分野の強化

を図るとともに、他の機関と連携し、案件の掘り起こし

をさらに進めること。 

県内農林漁業者と連携して加工品を製造する食品加工業者等に対する施設整備等を当初予算で検

討している。 

また、農林水産物等の食品加工業者等が新増設する施設整備や食品の一次・二次加工技術向上に係

る専門家派遣への支援を検討している。 

・６次化・農商工連携支援事業    ７９，８５６千円 

・地域資源活用・農商工連携促進事業  ９，９７７千円 

○加工・業務用需要に向けた産地づくりについて 

加工・業務用需要に向けた果樹・野菜等の産地づくりや

ビジネスモデルの構築等について、具体的な検討を進める

こと。 

併せて、ＪＡグループが計画している加工・業務用野菜

等生産モデル地区における実証試験に対する支援を行うこ

と。 

現在、東部の農業法人が取り組んでいる加工・業務用野菜の実証試験を事例として、事業化の可

能性を研究・検証しているところである。ＪＡグループが取り組む加工・業務用野菜の現地実証ほ

等に係る経費に対する支援を当初予算で検討する。 

 ・園芸産地活力増進事業（経営多角化タイプ：ＪＡ向け） ２，０００千円 

○農家の所得向上施策について 

現在、農家がＪＡ等に出荷できない規格外野菜は廃棄・

無償譲渡しており、農家の経営を圧迫している。 

農家の所得を増やすため、規格外野菜を県外の外食産業

やホテル業等の仕入れ用として販売できるよう、東京本部

及び関西本部を通じた販路拡大対策を講じること。 

また、販路拡大対策に当たっては、関西圏・関東圏へ定

期的に輸送できるようロジスティック支援を講じること。

規格外野菜を都市圏の外食産業等に販売するためには、商品価格に物流コストが上乗せとなるため

価格面等の課題もあり、まずは、県内関係者等の意見を伺いながら、東京アンテナショップでの物流

対応を検討してみたい。 

なお、東京本部、関西本部には販路開拓支援のための職員を配置しており、今後も十分に連携を図

りながら外食産業等への販路拡大にも取り組んでいくこととしたい。 

○降霜被害対策について 

近年、降霜被害が多発しており、特に昨年４月の降霜に

より、梨、柿、茶葉等が大きな被害を受けた。引き続き、

降霜被害対策に万全を期すこと。 

防霜ファンやスプリンクラー散水施設をはじめ、強風や雹・アラレ等の被害軽減に有効な網掛け施

設等も含めた支援の継続を当初予算で検討中である。 

なお、農家の気象災害への自己防衛策としては農業共済への加入が基本であることから、果樹共済

への加入促進を図るため、新規加入者への掛金助成も引き続き支援する。 

・果樹等気象災害対策事業            ８，０００千円 

・柿梨茶霜被害対策事業（果樹共済加入促進事業） ２，２８０千円 

○新規就農者等の育成・確保の強化について 

新規就農者への中長期的な支援を行うとともに、特に果

樹栽培においては、所得確保までに数年を要するため、初

従来から、就農条件整備事業等により新規就農者の就農初期の機械施設取得を含めた総合的な支援

を当初予算において引き続きの支援を検討中である。特に、果樹による新規就農者の確保・育成に当

たっては、「やらいや果樹園」制度の推進を図りたい。 
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要望項目 左 に 対 す る 対 応 方 針 等 

期投資の支援を行うこと。 

併せて、新規就農者を受け入れた農業生産法人の経営の

安定対策支援を行うこと。 

 また、農業法人等の経営安定に資するため、鳥取県版農の雇用支援事業として、国の施策に上乗せ

して支援施策を従来から、平成２６年度から経営コンサルの派遣等の支援施策を講じており、当初予

算において引き続きの支援を検討中である。 

・新規就農者総合支援事業                     ５０１，８２９千円 

 ・鳥取梨生産振興事業                       １４８，２２９千円 

 ・鳥取暮らし農林水産就業サポート事業（鳥取県版農の雇用支援事業） １７２，９２４千円 

 ・農業法人設立・経営力向上支援事業                 １７，３２９千円 

○中山間地域等直接支払制度の見直しについて 

中山間地域等直接支払制度は、５年間の協定期間中に耕

作放棄地が発生した場合、協定を結んだ時点に遡って交付

金を全額返還する必要があるなど、現実的には対応困難な

要件があるため、制度活用の観点からも、制度の見直しを

国に働きかけること。 

来年度から新たに始まる中山間地域等直接支払制度の第４期対策（Ｈ２７～Ｈ３１）では、制度見

直しを７月に国に働きかけ、現在、国で交付金の返還免責事由の緩和や条件が特に厳しい超急傾斜農

用地への加算措置等が検討されている。 

○雇用保険制度（公共職業訓練）を活用した農業研修につ

いて 

公共職業訓練を活用して、新規就農者だけではなく、兼

業農家の退職者等にも範囲を拡大し、農業研修が実施でき

る制度を創設すること。 

新規就農希望者のみならず、農業法人等への就業を目指す離職者を対象とした農業研修として、農

業大学校に公共職業訓練を活用した新たな農業研修制度の創設を２月補正予算及び当初予算で検討

中である。 

 ・次世代を担う農業人材育成研修事業        ２，５３９千円 

・【２月補正】次世代を担う農業人材育成研修事業 １３，０９０千円 

○小麦低アミロ化対策について 

３年前から大山町を中心に小麦栽培が行われているが、

２６年産の約９割が低アミロ小麦となる甚大な被害が発生

した。 

ついては、県として、技術支援をはじめとした適切な支

援を行うこと。 

農業改良普及所等による栽培管理方法の技術指導を強化するほか、農業試験場が実施している品種

選定試験等を通じて技術支援を継続実施していく。 

【水産業振興について】  

○緊○沖合漁業漁船の代船建造への支援について 

「もうかる漁業創設支援事業」だけでは、船舶を建造

することは困難であるため、上乗せ支援を行うこと。 

県と市町で国の助成制度に上乗せ助成を行うことにより、漁業者の負担軽減を図る事業を当初予算

で検討している。

なお、沖合漁業漁船の代船建造の支援については、漁業者等の声をよく聞きながら、支援の強化を

継続的に検討したい。

・沖合漁業漁船代船建造支援事業 (制度要求)
○つくり育てる漁業の振興について 

国が行っているズワイガニ、アカガレイの保護育成場の

造成事業が今年度で終了予定であることから、事業継続を

国に働きかけるとともに、アワビ、サザエの種苗放流事業

 平成２６年７月９日、国に対して、フロンティア漁場整備事業の次期計画の早期事業化等の要望を

行った。また、漁協が行うアワビ、サザエの放流事業については、今後はもうかる栽培漁業をめざし、

新たな支援を当初予算で検討している。 

 ・資源増殖推進事業 １０，６００千円
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について、引き続き、必要な予算措置を講じること。 （うち、アワビ、サザエに対する支援 ３，４３６千円） 

○漁港の施設整備・管理に対する支援について 

平成１２年度の第１種漁港の市町村への管理移管によっ

て、市町は地方交付税以上の多額の経費を、漁港の整備や

港内の砂の浚渫等の維持管理に要している。 

ついては、県として、沿岸漁業の振興の観点からも、新

たな漁港の施設整備や管理に対する補助制度を検討するこ

と。 

併せて、浚渫土砂を海岸の養浜として、サンドリサイク

ルするための支援制度の創設を国に引き続き、働きかける

こと。 

漁港の浚渫土砂を県が管理する海岸に養浜するものについて、市町村と県の連携という観点から養

浜に係る経費の一部を県が負担することを検討している。 

・市町管理漁港協働連携事業 １５，０５４千円 

 新たな漁港施設整備については、状況に応じ市町と検討を進める。 

 また、県としても国に対し、浚渫土砂を海岸の養浜としてサンドリサイクルするための支援制度の

創設について引き続き要望していく。 

○境港お魚ガイド活動支援事業の継続実施について 

境港の知名度向上、水産物の消費拡大等を目的に行って

いる専門ガイドによる境港漁港ツアー、水産業ＰＲの担い

手育成、各種魚食普及活動等に対して、引き続き、支援を

行うこと。 

境漁港の見学ツアー及び魚食普及活動等の取組を継続するため、当初予算で検討している。 

・境港お魚ガイド活動支援事業 ２，５３２千円 

○有害赤潮対策について 

拡散機器、防除剤等の事前準備に対する支援を行うこと。

赤潮対策については、平成２６年度９月補正予算で、拡散機器や防除剤等の充実を図った。今後も

必要に応じて対策を検討する。 

○有害生物発生に対する駆除活動への支援について 

ヒトデ等の有害生物発生に対する駆除や廃棄物処理に対

する支援を行うこと。 

美保湾のヒトデ大量発生対策のため、県漁協が行うヒトデ駆除活動や廃棄物処理費に対して予備

費によって支援を行った。今後も必要に応じて支援を検討する。 

○漁船用作業照明灯ＬＥＤ化への支援について 

省エネ型沿岸漁業への転換を促進するため、漁船用作業

照明灯及び白イカ用集魚灯のＬＥＤ化に対する支援を復活

すること。 

県内漁業者の経営能力強化を図るため、省エネルギー型の漁業用ＬＥＤ等の経費の補助を、当初予

算で検討している。 

 ・省エネ漁業推進事業 ３１，８００千円（うち漁船用ＬＥＤ ８，２２３千円） 

○新規就業者に対する船や機器への経費助成について 

漁業研修の終了者が就業する際に漁協がリースする新船

や中古漁船、機器等に対して、引き続き、経費助成を行う

こと。 

新規漁業者の漁船や機器の経費に助成する事業を当初予算で引き続き検討している。 

・漁業経営開始円滑化事業 ２５，０００千円 

○鳥取港の機能整備について 

鳥取港内の静穏対策として、第４防波堤をかさ上げし、

係船ができるよう機能整備を行うこと。 

第４防波堤の嵩上げ及び係船岸壁の増設については、現時点において越波の影響や係留岸壁の不足

はないと考えている。今後、越波の状況や漁船の利用実態、将来見込みなどにより、必要があれば検

討していく。 

○漂着物対策について 海岸漂着物対策については、施設管理者である県及び市町村で実施しているが、施設管理者である
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台風・大雨などにより、港湾や海浜などに大量に流入す

る漂着物の処分経費に対する助成を行うこと。 

市町村が実施する場合は、県から市町村に補助を行っており、２７年度も当初予算による対応を検討

している。 

 ・海岸漂着ごみ等処理事業              ５４，０７７千円  

 ・港湾維持管理費（海岸漂着ごみ等処理事業（港湾））  ３，８１６千円   

 ・漁港維持管理費（海岸漂着物処理）          ７，１９９千円   

○燃油タンクの建造に対する支援について 

給油船の老朽化、給油作業時の危険回避、円滑な給油作

業の効率化のための新たな燃油タンク設備の建造に対する

支援を行うこと。 

漁協等から具体的な内容を聞き取り、どのような支援ができるか検討したい。 

○水産加工品等の付加価値向上について 

水産業界全体の所得向上を図るため、市場のニーズに対

応し、水産加工品等の付加価値を上げていく必要がある。

ついては、生産者、荷受け、流通・加工業者等の業界全

体が連携し、生産から加工、販売までの一貫したシステム

導入等による商品づくりへの支援を行うこと。 

加工販売、消費拡大等にチャレンジする者への支援等を、当初予算で検討している。   

・水産物加工流通対策事業 ６，６０４千円 

○日韓暫定水域の操業秩序の確立について 

暫定水域の適正な資源管理を図るため、水域内の操業秩

序を早急に確立するよう、引き続き、国に働きかけること。

これまで国の関係省庁に対して毎年継続して要望しており、今後も引き続き要望していく。 

○フロンティア漁場整備事業の促進について 

現在、実施されている山陰沖でのアカガレイ、ズワイガ

ニを対象とした保護育成礁の整備と境漁港の基幹魚種であ

るマイワシ、マサバ、マアジの資源管理・増大を図るため

のフロンティア漁場整備事業が促進されるよう、国に働き

かけること。 

フロンティア漁場整備事業を引き続き促進のため、今後も引き続き要望していく。 

○中海の漁業振興について 

中海の漁業振興を図るため、窪地の埋め戻し、浅場造成、

藻場造成など漁業環境の改善について、国に働きかけるこ

と。 

平成２６年度は、マハゼ等有用水産資源の回復策を検討する調査結果の取り纏めを行っており、

その結果を踏まえた上で、必要な漁場環境の改善を国に対して働きかけていきたい。 

【林業振興について】  

○緊○県産材の利用促進について 

木材生産、製材、流通、木造設計、建築施工などのい

わゆる川上から川下が一体となった「太い県産材の利用

ルート」を構築し、付加価値と収益力の向上に向けた取

県産材の利用を更に推進するために、関係者の意見を伺いながら川上から川下までの関係者が一体

となって「県産材の利用拡大」「付加価値と収益力の向上」等に向けた取組を検討・実行していく体

制を構築したい。この取組と併行して、県内の中規模建築物を県産材製品・県内技術で建設する工法

の検討等を支援し、県産材を県内建築物に使用する「地材地建」体制の強化も進めていく。
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組を行い、県内の充実した森林資源の利用促進を図るこ

と。 

・県産材の利用推進による林業・木材産業活力創生事業（とっとり「地材地建」推進事業） 

２，０００千円

○緊○間伐材搬出促進事業の長期継続について 

平成１３年度から実施されている本事業は、これまで

林内に切り捨てられていた間伐材の有効利用を促進し、

県産材の出材量の拡大に大きく寄与している。国産材価

格が低迷を続けている中、本事業の長期継続を図ること。

森林資源の有効活用を図るために、間伐材搬出等事業の継続について当初予算の中で検討してい

る。 

また、林業・木材産業の成長産業化による地方創生を実現するため、本事業の長期継続は必要なこ

とから、助成の恒久化についても併せて検討している。 

・間伐材搬出等事業 ６９０，０００千円 

○森林病害虫（ナラ枯れ、松くい虫）対策について 

県内でナラ枯れの被害が深刻となっており、駆除の徹底

が課題となっているため、松くい虫を含めた森林病害虫対

策に万全を期すること。 

ナラ枯れ及び松くい虫被害対策については、国・市町村・県が連携して取り組んできており、引き

続き当初予算において検討している。 

・ナラ枯れ対策事業   ８８，８４２千円 

 ・松くい虫等防除事業  １５１，８０２千円 

○バイオマスボイラー設置等への支援について 

公共施設、特用林産施設、農業・園芸施設へのバイオマ

スボイラー設置や熱電併給施設への助成措置の拡充を図る

こと。 

木質バイオマスボイラー設置等への支援については、平成２６年度に若桜町・智頭町の公共施設に

対する支援を行った。その他の事案についても具体的な内容を伺いながら、支援について検討してい

く。 

・【２月補正】鳥取県緑の産業活力創生プロジェクト事業 １，６８０，０００千円 

○林業従事者の労働安全対策について 

山間部の携帯電話端末の不通地域における林業従事者の

作業時の緊急連絡方法として、衛星携帯電話の導入に対す

る支援を行うこと。 

衛星携帯電話の導入に対する支援について、当初予算において検討している。 

・森林整備担い手育成対策事業  ２６，５６６千円 

○森林の境界明確化・地籍調査の取組強化について 

山村の高齢化進展により、森林の境界がわからない状況

が急速に進んでいる。また、地籍調査は、鳥取県は全国と

比較して進んでいない状況である。 

ついては、森林整備を進める上で重要な取組である森林

の境界明確化及び地籍調査に対するさらなる支援を行うこ

と。 

森林の境界明確化活動及び地籍調査の支援について、引き続き当初予算において検討している。 

・森林整備のための地域活動支援事業  ９１，１３４千円 

・国土調査事業           ８９７，５６８千円 

【畜産業振興について】  

○畜産・酪農の生産基盤強化対策について 

耕畜連携、景観保全対策を含めた総合的な畜産振興に資

する中長期戦略を構築するための協議の場を設置するこ

と。 

協議の場を設置することとし、耕畜連携等を含めた総合的な畜産振興について、農協等の関係者と

ともに協議を行いたい。 

○緊○種雄牛の精液の活用について 現在、県内生産者分を確保するために精液生産に取り組んでいる。県外生産者への販売は、鳥取県
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現在、現場後代検定で全国一、二位の種雄牛を所有す

る本県であるが、今後、これらの種雄牛を活用したブラ

ンド価値向上と産地活性化に取り組むため、以下の事項

を検討すること。 

・本県で造成された種雄牛の精液の販売について、県

内生産者分を確保した上で一定のルールを作り、県外

生産者へ販売するとともに、その収益により基金を造

成すること。 

  ・造成した基金を活用し、本県の繁殖雌牛の増頭対策

や現在高騰している「百合白清２」や「白鵬８５の３」

の産子を繁殖農家及び肥育農家が保留できるための対

策等、必要な支援事業を実施すること。 

和牛振興戦略会議において、一定のルールを作って対応したい。また、精液販売などの収益による基

金の造成は当初予算で検討している。 

・鳥取県和牛振興戦略基金             ８，３９８千円 

また、当初予算で、新規参入者が実施する牛舎等の整備や繁殖雌牛導入に対する支援と、優良な繁

殖用雌子牛と肥育素牛の導入支援を検討している。造成予定の基金は、新規参入者の負担軽減や和子

牛導入への上乗せ支援として検討中である。 

 ・鳥取和牛振興総合対策事業（新規参入特別支援）  ４，８００千円 

・鳥取和牛振興総合対策事業（高能力子牛特別支援） ９，８００千円 

○ＥＴを活用した和牛増頭対策について 

ＥＴ技術を活用した和子牛生産が普及する中、酪農家の

借り腹料が高騰し、円滑な事業推進及び繁殖農家の利益確

保が困難となっているため、以下の事項を実施すること。

・酪農家への借り腹料に対する助成を検討すること。 

 ・判別乳用精液の利用促進・受胎率向上のため、深部注

入器や判別精液購入に係る補助を検討すること。 

 ・鳥取和牛、鳥取Ｆ１牛の生産基盤回復のためのプログ

ラムを確実に実施すること。 

借り腹料（ＥＴ産子の引取価格に相当）の価格設定は農家間の話し合いで決められており、支援に

より値上げなどの適正な取引を阻害する恐れがあるため支援は考えていない。ただし、受精卵移植に

ついては、当初予算で和牛受精卵の購入経費、移植経費及び採卵経費への支援に加え、受精卵移植の

取組拡大に奨励金を交付するなど支援を検討中である。 

 ・鳥取和牛振興総合対策事業 

（高能力子牛増産対策）    ２，０００千円 

（高能力受精卵確保対策）   １，１７６千円 

  （移植利用促進対策）     ２，５００千円 

（受精卵移植チャレンジ対策） ２，４４０千円 

深部注入器は、専門農協が推奨していないため補助は考えていないが、性判別精液による受胎率向

上試験については当初予算で検討している。 

・鳥取和牛振興総合対策事業（借り腹確保対策実証試験） １，０００千円 

和牛の生産基盤強化は、昨年１０月に新たに組織した「鳥取県和牛振興戦略会議」で議論を進めて

いる。 

○酪農の生産基盤対策について 

鳥取県の生乳生産量回復のため、東中西部の各地区に大

型酪農経営が可能となる施設用地の確保、地権者等との合

意取り付け、施設設置に対する支援を行うこと。 

県内処理乳量6万トンの維持のため、国事業（畜産クラスター事業）に基き、関係団体や市町村・

生産組織等で構成する協議会（東部・中部・西部）を立ち上げ、協議会の中で施設の設置場所や周辺

住民への対応についても検討したい。 

○第１４回全日本ホルスタイン共進会への支援について 

今年１０月に北海道で開催される第１４回全日本ホルス

平成２６年度から「全日本ホルスタイン共進会対策事業」により、出品牛の選定に必要な経費につ

いて支援を行っており、平成２７年度も引き続き支援策を検討している。また、全県的なＰＲについ



12

要望項目 左 に 対 す る 対 応 方 針 等 

タイン共進会に向けて、県全体として、機運の醸成を図る

こと。 

併せて、高等学校特別枠への出場について、高校へ働き

かけるとともに、予算措置を講じること。 

ては、対策委員会の中でＰＲの方法を検討したい。  

・全日本ホルスタイン共進会対策事業       ５，５１９千円 

なお、第１４回全日本ホルスタイン共進会には、倉吉農業高校が出場を予定しており、出場のため

の経費支援について、当初予算において検討している。 

・県立高校裁量予算学校独自事業（倉吉農業高校） ７，１２２千円 

○緊○県職員獣医師の確保について 

近い将来、大量退職が見込まれる県職員獣医師の確保

に向けて、鳥取大学農学部獣医学科に地域枠を設置する

など、戦略的に対応すること。 

鳥取大学農学部と地域枠設置について協議してきたが、大学側は設置は困難との結論だった。一方

で、私立獣医系大学５校が平成27年度から都道府県推薦枠入試制度(※）を開始したことから、再度、

都道府県推薦入試枠の設置について鳥取大学と協議してみたい。また、獣医師確保対策として、獣医

系大学生を対象に職場体験研修を実施することを検討している。 

・鳥取県獣医師職場体験研修事業 ８０２千円   

※都道府県推薦枠入試制度とは、各都道府県が大学卒業後、県獣医師職員として勤務を希望する高校

生に試験を行い、獣医系大学に推薦。大学は選抜試験（二次試験）により合格者を決定する。農林水

産省の獣医師確保修学資金事業により、都道府県推薦枠入試制度の合格者は、在学中の修学資金に加

え、入学負担金も貸与の対象となる。推薦県に就職し、貸与期間の１．５倍の期間勤務すれば、返還

が免除される。 

（５）社会基盤の整備等について  

○緊○高速道路の整備促進について 

ミッシングリンクの解消に向けて、山陰自動車道（鳥

取西道路、北条道路）、山陰近畿自動車道、北条湯原道

路、江府三次道路の早期整備に全力を挙げること。 

県内高速道路のミッシングリンクについては、これまで重ねて国に対して早期の解消を要望してい

るところであり、１月１５日にも国土交通省に対し、鳥取西道路をはじめとする県内事業箇所への重

点配分及び事業未着手区間にかかる事業再開並びに事業化に向けた調査の促進を要望した。引き続

き、予算の重点配分や調査の促進を要望するとともに、早期整備に向けて全力で取り組む。 

○鳥取自動車道と山陰近畿自動車道の直結について 

鳥取自動車道と山陰近畿自動車道を直結することによ

り、鳥取市街地の幹線道路網を整備するよう道路計画を早

期に立て、検討すること。 

当該区間については、鳥取市が主体となった「高速道路ネットワークを活用したまちづくり勉強会」

において、その必要性等が示された。その後、計画段階評価に向けた調査を促進するよう国へ要望し

ており、１月１５日にも重ねて調査の促進を要望した。 

今後とも当該区間の早期事業着手について、引き続き国に要望していく。 

○緊○４車線化の促進について 

高速道路の渋滞を緩和するため、付加追越車線の整備

を優先しながら、併せて、高速道路の交通の円滑化と対

面通行による交通事故の危険性回避を図るためにも、４

車線化を促進すること。 

  ＜箇所例＞ 

・中国横断自動車道岡山米子線 

米子～蒜山間を暫定２車線から４車線への整備計画の

変更をはじめとする４車線化を早期実現すること。 

事業着手されている付加追越車線（鳥取自動車道３箇所、米子道路１箇所）の早期供用について、

１月１５日に国へ要望したところである。 

併せて、対面通行に起因する重大事故の防止や円滑な物流機能の強化のためにも、三平山トンネル

を含む米子自動車道の暫定２車線区間（米子IC～蒜山IC間）を早期に４車線化するようこれまでも要

望しており、当面の対策として付加追越車線の早期設置も重ねて国へ要望したところである。 

また、平成２６年１０月に設立された鳥取県西部の９市町村と経済団体等で組織する「中国横断自動

車道岡山米子線（米子IC～蒜山IC間）４車線化促進期成同盟会」とも連携しながら、今後とも引き続

き付加追越車線の設置も含め、国やNEXCO西日本に対して要望していく。 
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  当面の対策として、積雪による通行止めや交通事故が

多発している三平山トンネル付近（蒜山ＩＣから三平山

トンネル出口）について、早急に付加車線を設置するこ

と。 

○防災・安全社会資本整備交付金事業・社会資本整備総合

交付金事業の配分について 

防災・安全社会資本整備交付金事業及び社会資本整備総

合交付金事業について、必要な事業箇所が着実に整備され

るよう、十分な予算枠を確保すること。 

防災・安全交付金及び社会資本整備総合交付金については総額として前年度水準が確保された。

特に財政力の弱い地方に重点配分するように国に対して要望してきたところであり、今後、引き

続き必要な予算枠の確保を要望していく。 

○緊○境港港湾の整備について 

北東アジアのゲートウェイとしての役割を果たすため

にも、外港竹内南地区貨客船ターミナル整備の新規採択、

外港地区沖防波堤の整備及び中野地区国際物流ターミナ

ル整備の早期完成について、引き続き、国に働きかける

こと。 

外港竹内南地区貨客船ターミナル整備の新規採択、外港地区沖防波堤の整備及び中野地区国際物流

ターミナル整備の早期完成について、クルーズ船や国際フェリー、国内ＲＯＲＯ船、取扱貨物量の実

績をアピールしながら、引き続き国に要望していく。 

○緊○米子・境港間の道路網整備について 

米子・境港間の渋滞緩和、物流効率化を図り、さらに

災害時の避難路を確保するためには、米子・境港間の高

規格道路を含めた道路網の整備が必要である。 

現在、国土交通省、鳥取県、関係市村、境港管理組合

が、「米子・境港地域と道路のあり方勉強会」を立ち上

げ、議論を行っているところであるが、引き続き、関係

市村・機関と精力的に協議を重ね、今後の米子・境港間

の道路網のあり方について、早期に方向性を示すこと。

弓ヶ浜半島をはじめとする中海圏域の発展のため、道路網の整備や交通円滑化は重要なことであ

り、現在進めている国・県・市村による「米子・境港地域と道路のあり方勉強会」において、関係自

治体における一定のコンセンサスが得られるよう引き続き検討を重ね、国に対して、調査の段階とな

るよう協議を行っていく。 

○緊○因美線の高速化整備について 

高速鉄道の導入は段階的に進めていくことが重要であ

る。まずは、因美線の高速化に当たって、隘路となって

いる因美線の智頭～鳥取間の線形・電化等に対応してい

く必要がある。 

ついては、本年度、県が調査中であるが、全体像を明

らかにし、工程表を作り、整備に向かうよう検討するこ

と。 

本年度、鉄道高速化調査・検討事業において、フリーゲージ方式による「智頭・因美線ルート」及

び「伯備線ルート」の２ルートでの調査に着手しており、智頭・因美線ルート調査では、線形や電化

等の整備に係る現状把握や課題への対応策の検討など基礎調査を実施している。 

来年度は、本年度の基礎調査をもとに工事に要する経費や時間の短縮効果の算定等を行う予定であ

り、８月末には調査結果がまとまる見込みである。これらをもとに今後の鉄道高速化整備に向けた検

討を進めていく。 

・鉄道高速化調査・検討事業 ６，３７７千円 

○鳥取砂丘コナン空港の駐車場の増設について 

鳥取砂丘コナン空港の駐車場が東京便の５便化もあり、

平成２６年９月補正で予算措置された鳥取空港交流創出調査により検討を行っており、にぎわい創

出と鳥取空港施設利活用の観点から必要な対応を検討していく。 
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満車状態となっていることが多い。空港西側の広場の駐車

場への転用を検討すること。 

○県民の生活に密着した社会資本の整備について 

県民の生活に密着した道路、河川、海岸、砂防など必要

な社会資本について、整備を図ること。 

 人口構造の変化や厳しい財政状況等を踏まえつつ、安全・安心や防災・減災、道路交通の円滑化や

地域の活性化、既存の老朽化対策等の観点から、県民生活に密着した必要な社会資本整備について、

緊急性等を一つ一つ点検し、可能な限り取り組んで行く。 

（６）地域振興について  

○緊○集落機能の維持について 

過疎化・人口減少が進む中で、農道、生活用水など、

受益者負担が過大になる地域に対して、財政的な支援を

検討すること。 

集落機能の維持の観点から、それぞれ実情をしっかりと把握し、可能な対策を検討していきたい。

○生活路線バスの運行支援について 

路線バスは、本県の住民にとって最も身近な公共交通機

関であり、特に高齢者や児童生徒など自家用車を運転でき

ない人にとって、必要不可欠な交通手段であるが、マイカ

ーの普及、過疎化、少子化などにより、多くの路線が赤字

運行を余儀なくされており、存続も危ぶまれる状況である。

ついては、補助要件の緩和や特別交付税措置の維持改善

等、生活バス路線が維持確保できるよう、引き続き、制度

拡充を図ること。 

地域に密着した効率的な生活交通を確保できるよう、バス事業者や市町村で組織している「生活交

通確保に係る地域協議会」の場で意見交換を行いながら、地域の路線バスの運行に要する経費への補

助などを実施し、公共交通の維持確保に努めているところである。今後も引き続き、地域の実情によ

り即した生活交通確保に向けた制度や対策について検討し、市町村と連携して支援を行っていくとと

もに、国に対しても補助要件の緩和など生活バス路線の維持確保に向けた制度の拡充などを働きかけ

ていく。 

・地域バス交通等体系整備支援事業 ４８４，６５６千円 

○生活交通体系構築支援補助金制度の見直しについて 

生活交通体系構築支援補助金制度において、乗合タクシ

ーは補助対象経費の上限が６０％となっているが、乗合タ

クシーは利用者の少ない時間帯のみ運行しているため、収

益率が低い状況である。 

ついては、乗合タクシーの補助対象経費の上限を引き上

げるよう検討すること。 

生活交通体系構築支援補助金の県の現行制度では、営利を目的としない市・町営バスや過疎地有

償運送以外の単独市町村路線は、民間の一定の経営努力等を期待し補助対象経費の上限を一律

６０％としている。

今後も、バス事業者やハイヤー・タクシー協会、市町村で組織している「生活交通確保に係る地域

協議会」の場で意見交換を行いながら、補助のあり方についても検討していく。

・地域バス交通等体系整備支援事業 ４８４，６５６千円 

○乗合バス・タクシー以外の交通施策への補助対象の拡大

について 

乗合バス・タクシーの運行の補助のみならず、市町村が

実施する高齢者へのタクシー利用券の交付事業について

も、補助対象とするよう検討すること。 

中山間地が多い本県において小型車両を用いた乗合タクシー等は日常生活のための移動や福祉の

面でも重要な役割を担っていると考えており、現在、より多くの方が利用できるデマンド型バスや乗

合タクシーなどに支援を行っている。主に個人利用となる乗用タクシーの利用支援については今後、

市町村の意見も伺いながら検討していきたい。 

○まちなかの賑わい創出について 

市町村と連携し、リノベーションの推進をはじめとした

リノベーションを切り口にしたまちづくりに係る取組については、今年度「遊休不動産活用型地域

再生・活性化推進事業」により、鳥取市及び鳥取県建築士会等によるリノベーションスクールの開催
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まちなかの賑わい創出に向けた取組をさらに推進するこ

と。 

を支援したところであり、引続き今後の開催に対する技術的な支援を行うとともに、開催によって得

られたノウハウ等を市町村に広く提供していく。 

また、地域住民が安心して暮らせる魅力ある地域づくりを進めるための、団体等が行うまちなか暮

らし推進の取組に対する支援や、商店街の空き店舗活用事業、アーケード改修等による商業環境整備

などの、賑わい創出に向けた支援についても市町村と連携して行っており、引続き当初予算において

検討している。 

・まちなか暮らし総合支援事業      １６，５００千円 

・まちなか振興ビジネス活性化支援事業  １２，０００千円 

・地域商業活性化促進支援事業       ６０，７７８千円 

○地域医療の確保について 

自治医科大学卒業医師の派遣等により、地域医療を担う

医師の確保に万全を期すこと。 

 自治医科大学卒業医師の派遣については、各市町村からの要望及び各自治体立病院・診療所の医師

確保状況等を踏まえて決定することとしており、平成２７年度以降の派遣についても、同様に検討す

ることとしている。 

（７）観光振興について  

○緊○米子空港の国際化の促進について 

大交流時代を迎え、米子空港が対岸諸国との国際交流

の拠点として、北東アジアのゲートウェイとしての役割

を果たすためにも、新規国際定期路線の開設、それに対

応できるＣＩＱ体制の整備及び空港の施設・整備の充実

が図られるよう国等の関係機関に働きかけること。 

米子空港の国際化の促進に向け、以下の点について国に継続して要望してきているところであり、

今後も引き続き、国に強力に働きかけていく。 

・国際路線の拡大につなげるための着陸料等の軽減措置の強化・拡大を図ること 

・エプロン拡張やＣＩＱ体制を充実すること 

・民間事業者が空港施設を拡充する際の補助制度を創設すること など。 

なお、国の経済対策「地方空港における出入国審査体制の整備」において、入国の際の審査ブース

の増設等を行う空港として、米子空港が対象空港に明記されたところである。 

〔２６年度国経済対策(法務省)〕地域観光振興のための税関・出入国審査体制の強化 ３６３百万円

○クルーズ客船誘致の推進について 

近年、境港、鳥取港にクルーズ客船が寄港し、港のにぎ

わいが創出されているが、クルーズ客船誘致の取組は全国

各地で行われており、今後、誘致競争はますます活発化す

ることが予想される。 

ついては、境港、鳥取港へのクルーズ客船の誘致活動を

さらに推進すること。 

境港においては、境港管理組合や地元と連携して積極的な誘致活動を展開しており、平成２６年の

寄港回数は１１回、乗客数は１４，１１０名と過去最高となった。１０月に「マリナー・オブ・ザ・

シーズ」（３，５００名乗船）が寄港した際は、約３，１００人が県中西部の観光地を訪れた。平成

２７年は前年をさらに上回る寄港の予定となっている。 

平成２７年は乗客定員４，１８０名のクァンタム・オブ・ザ・シーズの初寄港をはじめ、乗客数約

３０，０００名が予想されている。鳥取港においても鳥取港振興会と連携して取り組んでおり、平成

２６年も２回寄港している。 

両港とも引き続き積極的な誘致活動を実施していく。 

・クルーズ客船受入推進事業             １０，７００千円 

・境港管理組合負担金（ポートセールス推進事業）   ４３，９１５千円 

・鳥取港振興対策事業（観光クルーズ客船誘致推進事業） ３，８７０千円 

○鳥取城跡周辺の賑わいの創出について 

総合的な鳥取城跡周辺の賑わいづくりについて、引き続

鳥取市は、鳥取城跡周辺の魅力を発信する今後の取組として、町歩き支援アプリなどを活用し鳥取

城跡周辺の周遊促進や市内観光コースの造成などに取り組むとしており、県も鳥取市と連携しながら
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き、鳥取市と連携して、取り組むこと。 積極的に協力していく。 

○水族館の整備について 

境港の地域特性を活かした観光客や地元の人がともに楽

しめる場を提供するため、新たな交流・賑わい施設の導入

を図ることが必要である。 

ついては、身の丈にあった境港らしい水族館の整備に向

けた協議を関係機関とともに進めること。 

境港における水族館整備は、圏域の賑わいづくり方策の選択肢の一つであり、整備の具現化に向け、

境港市、境港管理組合、県等が中心となって勉強会を重ねている。今後、境港市と十分に調整を図り

つつ幅広い視野と境港の地域特性を考慮した調査・検討と方策の議論を進めていく。 

○大山周遊道のサイクリングコース安全対策について 

大山周辺道のサイクリングコースは、国内外から訪れる

サイクリストが増加しているが、自転車専用レーンがない

一般道であるため、車と自転車との接触トラブルが起きて

いる。 

ついては、県道米子大山線の路肩拡幅整備、注意喚起の

標識や看板の設置など、大山周辺道のサイクリングコース

の安全対策を行うこと。 

大山周辺のサイクリングコースにおいては、ブルーラインなどのルート案内標示を行うとともに、

より安全な走行につながるよう、危険と思われる箇所における注意を促す注意喚起案標示の整備に取

り組むこととしている。 

また、米子大山線の岡成地区については、平成２３年度から路肩拡幅整備を行っており、引き続き

整備を進める。 

・スポーツツーリズム｢誘客戦略｣推進事業  

（新たな旅のスタイル「ジャパンエコトラック」推進事業） ４４，３００千円 

 ・防災・安全交付金事業                  ５０，０００千円 

○シーニックバイウエイの導入について 

地域への愛着や誇りが醸成でき、旅の快適性の向上やス

トレスの少ないツーリング環境整備、さらには、地域ブラ

ンドの形成に資するシーニックバイウエイについて、市町

村と連携して、導入を進めること。 

 兵庫県と鳥取県にまたがる国道２９号周辺地域については、鳥取自動車道の全線開通により戸倉峠

方面の交通量が大幅に減少していることから、地域をあげての情報発信や集客による地域活性化が必

要である。 

このため、平成２６年１０月に先進地域の活動者を招いて鳥取県と兵庫県及び関係市町村、民間団

体が参加し「日本風景街道（シーニック・バイウェイ・ジャパン）」に関する勉強会を開催するなど、

登録実現に向けた取組を始めたところであり、この取組を通じて沿線地域の活性化を図っていく。 

２ 個別課題への対応について  

（１）原子力防災・安全対策について  

現在、締結している原子力安全協定について、早期に立

地県と同等の内容に改定するよう中国電力に強く働きかけ

るとともに、鳥取県広域住民避難計画策定や原子力防災・

安全対策に係る人件費などの所要の経費について、国が責

任を持って財政措置を講じるよう働きかけること。 

平成２５年１１月２１日に中国電力から安全協定に基づき新規制基準適合申請に関する事前報告

（２号機の設置変更許可申請）がなされたことを受け、１２月１７日に安全協定第６条に基づく事前

報告の可否に関しては今回最終的な意見を留保した上で、再稼働に向けての一連の手続に際し、鳥取

県、米子市及び境港市に協議を行うことを始め、立地自治体と同等に対応をすることを求めた。あわ

せて安全協定を立地自治体と同等の内容に改定するよう強く求めたところであり、引き続き、中国電

力に改定を繰り返し求めていく。なお、平成２５年３月１５日、中国電力からの文書で、協定の運用

面については、立地自治体と同様であることを文書による回答で確認している。 

【見直しを求めている内容】 

①計画等の報告（協定第６条）を、「発電所の増設計画等に対する事前了解」へ 

②核燃料物質等の輸送計画に対する事前連絡(要綱第４条)を、「事前連絡内容に核物質防護情報

(輸送日時、経路等詳細情報)を含める。」へ 
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③現地確認（協定第11条）を、「立入調査」へ 

④立入調査に基づく適切な措置の要求[新設] 

なお、国に対しても、中国電力に安全協定の立地自治体と同等の内容への必要な見直しを迅速に行

うよう指導するとともに、再稼働に向けての一連の手続きに際し、立地自治体と同等に対応するよう

指導することを強く要望している。  

※H27年1月9日、H26年11月20日、7月28日、7月9日、H25年12月18日・19日ほか 国要望 

（２）北朝鮮による拉致被害者の早期帰国の実現と調査の

徹底について 

拉致被害者として政府認定された米子市出身の松本京子

さんについての情報収集及び早期帰国の実現に向けて全力

で取り組むとともに、拉致の疑いがある５人の特定失踪者

について、調査の徹底を国に対し、引き続き、働きかける

こと。 

国に対して機会をとらえて松本京子さんをはじめ拉致被害者全員の帰国を一刻も早く実現するよ

う要望している。 

今後も本県単独の要望のみならず、「北朝鮮による拉致被害者を救出する知事の会」等での要望活

動を適宜行っていくとともに、「拉致問題の早期解決を願う国民のつどい」の開催など、県民に対す

る意識啓発を積極的に行っていく。 

また、帰国後の支援について、27年度当初予算において検討するとともに、国及び米子市等関係自

治体と連携・協力して引き続き取り組む。 

【平成26年度に行った国要望の状況】 

  県単独による要望    ７回 

知事の会等による要望  ２回 

・北朝鮮による拉致被害者等帰国後支援事業 １２，５２２千円 

（３）県税のあり方について  

○教習用自動車に係る自動車税の課税免除について 

以前は、全額免除であった指定自動車教習所の教習用自

動車に係る自動車税が平成２０年度から、営業車並みの税

率課税となっている。 

このような課税措置は全国的に稀であり、指定自動車教

習所が有する社会的役割や教習用自動車の教材としての位

置づけ等を踏まえ、教習用自動車に係る自動車税課税につ

いて、見直しを行うこと。 

自動車税の課税免除制度については、税負担の公平性確保の観点から、平成１８年度に制度全般

について抜本的な見直しを行い、自動車学校等の教習用自動車に係る自動車税については、全額免

除から営業用車両並課税とする改正条例案が平成１９年２月議会で議決され、平成２０年度から適

用しているところである。 

現在、自動車取得税廃止を含む、自動車関係税の抜本的見直しが平成２９年４月に向けて行われ

る予定であり、営業用自動車の負担水準についてもあわせて検討がなされることとされていること

から、免除制度全般のあり方について、国の検討内容も踏まえて総合的に再検証することとしたい。

○ゴルフ場利用税の維持継続について 

２０１４年度税制改正に向けて廃止が検討されたゴルフ

場利用税は、ゴルフ場利用税交付金の原資であり、所在市

町村特有の行政需要に対応する貴重な財源であるため、現

行制度の維持継続を引き続き、国に働きかけること。 

現行制度の堅持について、引き続き国の動向を注視しながら、全国知事会等を通じて強力に要望

を行っていく。 

なお、ゴルフ場利用税は、地方団体が供給するゴルフ場関連の様々な行政サービスによる受益に

着目して税負担を求めるものであり、ゴルフ場所在地における財政需要を賄う重要な財源である。
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（４）県組織の見直し検討について  

○市場開拓局の所管について 

本県の農林水産物の販路拡大と地産地消は喫緊の課題で

ある。現在、市場開拓局は商工労働部と農林水産部の共管

となっているが、農林水産物については、生産から消費ま

で密接に関係することから、実情を踏まえた適正な所管を

検討すること。 

農林水産物や加工品の流通・販売体制の確立、地産地消等を促進していくためには、生産、高品

質化などを担当する農林水産部と加工、流通などを担当する商工労働部との連携した取組が極めて

重要であることから両部の共管体制としているところである。当面はこの体制を基本としたいと考

えているが、６次産業化の進展などの状況変化も踏まえながら、より実効性の高い組織体制となる

よう、毎年度の組織編成作業の中で点検を続けていく。 

○雇用人材局の創設について 

地方創生に向けて、県内産業振興に資する人材の確保・

育成は重要な課題である。 

ついては、雇用人材総室を雇用人材局とし、体制の強化・

充実を図ること 

産業人材育成センターの再編など雇用人材総室の体制強化を図ってきたところであるが、地方創

生への動きの中で最大の課題の一つである雇用問題にさらに積極的に取り組むために、どのような

体制がより有効か点検してみたい。 

（５）県職員の森林セラピー利用促進について  

昨年６月の労働安全衛生法の一部改正に伴い、従業員数

５０人以上の全ての事業所にストレスチェックの実施が義

務づけられたが、全国トップレベルの森林セラピー基地を

持つ県として、職員のストレス対策をはじめ、福利厚生・

予防医療への対策に、職員が率先して森林セラピーを利用

されるよう、より積極的な取り組みを行うこと。 

森林セラピーについては、職員の心と体のリフレッシュを図る取組として、教育委員会とも連携し

ながら平成２５年度から年２回、これまでに計４回開催し、約４０名の職員が参加した。 

今後とも、森林セラピーを活用して職員の心と体のリフレッシュを図っていく。 

（６）市町村財政対策について  

○普通交付税の特例の激変緩和について 

国において、地方交付税の合併算定替えの期間終了に合

わせ、地方交付税の見直しが進められている。その状況を

踏まえ、合併市町村に対して、十分な対応を行うこと。 

合併に伴い生じている市町村の財政需要が地方交付税に適切に反映されることが必要と考えてお

り、合併による行政区域の広域化等に伴い生じる財政需要を考慮した普通交付税措置について、平成

２６年７月に国へ要望した。 

今後も総務省における地方交付税に係る制度見直しの状況を注視しながら、必要な対応を行ってい

く。 

○県費補助金交付に係る市町村の義務負担の見直しについ

て 

県費補助金交付に係る市町村の義務負担について、事業

の実施状況等を勘案して、実態に合うよう弾力的に運用を

行うこと。 

事業の実施状況や現場、市町村からの意見等を踏まえ、中山間地域振興に係る支援制度を中心に直

接補助へ随時見直しを図っているところであり、今後も、市町村負担を伴う県事業について、事業の

背景や性質などに応じて適切に対応する。 

（７）中核市移行への支援について  

鳥取市は、平成３０年４月までに中核市へ移行すること

を目指している。 

県としても鳥取市の中核市移行及び山陰の拠点となる連携中枢都市圏の形成に大きな意義を感じ

ており、東部４町のオブザーバー参加のもと県・市で協議会を設置するとともに、移譲事務分野毎に
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中核市移行により、保健衛生、環境など市民生活に身近

な分野で市民ニーズを直接施策に反映し、迅速で効率的な

きめ細やかなサービスの提供が可能になることや、地方中

枢拠点都市となって山陰東部圏域全体の発展を牽引できる

等、中核市になることの意義は大きい。 

 ついては、中核市への円滑な移行に向けて、引き続き、

支援を行うこと。 

中核市移行支援ＰＴを立ち上げ、市の中核市推進本部及び部会と調整を進めているところであり、今

後も引き続き協力していく。 

（８）大型輸送ヘリコプターの早期配備について  

大規模災害等の必要な事態等への対応能力を高め、住民

の安全確保を図るため、航空自衛隊美保基地に、陸上自衛

隊の大型輸送ヘリコプターを早期に配備するよう、引き続

き、国へ働きかけること。 

併せて、配備に当たっては、設計や工事の予算要求、事

業実施などの節目節目に、丁寧な地元への説明を実施する

よう、引き続き、国へ働きかけること。 

大型輸送ヘリコプターの美保基地への配備については、防衛省からの事前協議を受けて手続を進め

ているところであるが、米子市、境港市等の同意が得られ、県としても同意した場合には、防衛省に

おいて平成３０年度までの配備に向け来年度から行われる予定の関連する施設の整備等について、来

年度以降においても早期の配備に向けて施設の整備の促進や予算要求などを行うよう、国に要望して

いく。 

また、配備にあたっては節目節目に地元等へ丁寧な説明を実施するよう国に要望をしているところ

であり、引き続き要望していく。 

（９）美保飛行場周辺消防施設整備補助事業による高規格

救急自動車の設置について 

美保飛行場周辺の航空機事故に対する周辺住民の危機感

に対応するため、弓浜出張所に配備している老朽化した高

規格救急自動車の早期更新整備を行うよう国へ働きかける

こと。 

 美保飛行場周辺の消防施設整備事業については、既に米子市が主体的に対応していただいていると

ころであるが、県としてできることがあれば協力していく。 

（10）マイナンバー制度導入への支援について  

マイナンバー制度導入に係る市町村の負担が軽減するよ

う、国に働きかけること。 

番号制度の導入に係る既存システムの改修等の経費については、番号制度が国家的な情報基盤であ

ることから、システム等の改修経費や運用経費は原則国が負担するよう、従来から県単独及び全国知

事会等で、国に対し要望を行ってきた。 

 本年度においても、全国知事会等の要望に加え、県単独でこれまで計３回（7月28日、12月2日、1

月8日）要望を行い、国では本年1月、平成26年度一般会計補正予算と平成27年度当初をあわせ240億

円増（H26、H27年度国庫補助金に係る総務省予算計841.5億円）の追加支援を決定した。 

（11）スポーツ振興について  

○２０２０年の東京オリンピック・パラリンピックに向け

た取組について 

２０２０年の東京オリンピック・パラリンピックに向け

て、キャンプ地誘致、誘致の可能性のある競技施設の整備、

当初予算において、２０２０東京オリンピック・パラリンピックに向けてキャンプ地誘致の推進や

ジュニア選手の発掘育成、国際レベル選手の支援、スポーツツーリズム推進などの事業を検討してい

る。 

・キャンプ地誘致推進プロジェクト事業（キャンプ地誘致推進事業） ２０，８７２千円 
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トップアスリートに対する支援等を通じた競技力向上、ス

ポーツツーリズムの推進等に知事部局と教育委員会が連携

し、全力を挙げて取り組むこと。 

・２０２０東京オリンピック・パラリンピック代表選手育成プロジェクト 

  （チーム鳥取！発掘・育成事業）                １０，６８２千円 

  （世界で活躍する選手支援事業）                １０，７４８千円 

・スポーツツーリズム｢誘客戦略｣推進事業 

（新たな旅のスタイル「ジャパンエコトラック」推進事業）    ４４，３００千円 

（海外誘客の推進等）                     １６，４５０千円 

・スポーツツーリズム「ウォーキングリゾート」推進事業      １０，１２９千円 

・スポーツツーリズム「サイクリングリゾート」推進事業      ５０，１１８千円 

○競技設備品の整備について 

競技設備品が老朽化したり、規格変更等により更新が必

要となっている備品等があるため、各競技団体からの要望

を踏まえ、計画的に整備すること。 

当初予算において、各競技団体からの要望を踏まえた備品整備計画に基づき、緊急性、必要性に配

慮しつつ計画的に備品整備費を検討している。 

・競技力向上対策事業費（国体等強化備品整備） ５７，０４３千円 

○鳥取県のお家芸競技であるボート・山岳競技の練習環境

の整備について 

ジュニア選手の競技力向上のため、米子ボート協会所有

のナックルフォア艇の更新を支援するとともに、艇の収容

不足の解消とトレーニングルーム等の整備に向けて、湖山

艇庫の増改築を行うこと。 

併せて、山岳競技の練習環境の充実のため、リード及び

ボルダリング施設を整備すること。 

ボート競技については、当初予算において、ナックルフォア艇の更新を検討している。 

 このほかの艇の収容不足の解消とトレーニングルーム等の整備については、現在、規模等も含めた

検討を関係団体と行っているところであり、まとまり次第、事業化を検討したい。 

 また、山岳競技については、平成２７年度当初予算において、リード壁の整備を検討しており、ボ

ルダリング壁については、年次的な整備を計画している。 

・競技力向上対策事業費（国体等強化備品整備事業・ナックルフォア艇更新） ８，９８６千円 

・クライミング施設整備事業                      ３７，８８７千円 

○二巡目の国体・障害者スポーツ大会の開催について 

最大のスポーツコンベンションであり、競技力の向上、

ジュニア育成にも資する国体・障害者スポーツ大会の開催

について、そのあり方等を検討すること。 

二巡目国体開催については、県体協や各競技団体、各市町村等関係団体の意見を聞きながら、併せ

て、他県の様子も把握しながら検討していきたい。 

全国障害者スポーツ大会の開催についても、今後、二巡目の国体開催のあり方検討と歩調を合わせ

て検討したい。 

（12）三徳山の情報発信等について  

○三徳山の世界遺産登録推進運動について 

三徳山は、文化庁の調査・審議結果で、資産としての価

値は高いと評価されており、また、昨年、国立公園に編入

されるなど、その自然も高く評価されている。 

ついては、三徳山の世界遺産登録に向けた取り組みを引

き続き、支援すること。 

三徳山の世界遺産登録に向けた取組への支援については、文化庁より顕著な普遍的価値を説明する

ための調査研究の推進や保全管理に対する取組が必要と指摘されているところであり、町が取り組む

調査研究を県教育委員会がバックアップするほか、保全管理への支援、中部市町と連携した情報発信

を引き続き実施していく。 

・未来に引き継ごう！県民の歴史資産「三徳山」調査活用推進事業 ４，４４７千円 

○三徳山の日本遺産認定に向けた支援について 

文化庁が来年度から実施する「日本遺産魅力発信事業」

への認定申請に向けた支援を行うこと。 

三徳山は、歴史的・文化財的にも価値が高いものと認識しており、町と連携して文化庁との協議を

始めている。三徳山が日本遺産へ認定されるよう、県としてできるだけの協力をしていく。 
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○小鹿渓の国立公園編入への支援について 

小鹿渓周辺は、三徳山と同様に広大な自然が広がり、そ

の自然が織りなす特徴ある地形や自然環境は、生物多様性

保全の観点からも極めて重要な区域となっている。 

ついては、名勝小鹿渓の自然環境保護・保全と、その適

切な利用を図りながら将来に引き継いでいくため、小鹿渓

一帯も大山隠岐国立公園に編入されるよう、国に働きかけ

ること。 

小鹿渓については、環境省も国立公園としての資質はあると評価しているが、既に編入された三徳

山地域との利活用の一体性が重要な要素と考えられている。そのため、三朝町と県は共同で「小鹿渓・

三徳山周辺資源活用検討委員会」を設置し、保全・利活用や新たな資源の発掘を進めているところで

あり、その議論も踏まえ、環境省に対し引続き働きかけを行っていく。 

（13）障がい者施策の充実等について  

○緊○障がい者施策の充実について 

今年度、開催された第１４回全国障がい者芸術・文化

祭とっとり大会及び全国高校生第１回手話パフォーマン

ス甲子園の成果を活かして、共生社会の実現を目指し、

「あいサポート運動」の推進をはじめとした障がい者施

策の充実を図ること。 

 「第１４回全国障がい者芸術・文化祭とっとり大会」の成果を引き継ぎ、２０２０年の東京オリン

ピック・パラリンピックを見据え、障がい者の芸術・文化活動を引き続き支援していくために、情報

発信拠点の整備、関係団体等と連携して施策等を検討する委員会の設置、舞台芸術や美術作品の発表

機会の提供、障がい者の芸術文化活動の全国発信等について、当初予算による対応を検討している。

 また、「全国高校生手話パフォーマンス甲子園」の第２回大会を開催するほか、手話言語条例に基

づく手話の普及、手話を使いやすい環境整備の更なる推進を検討する他、特別支援学校においても、

県民への積極的な参加と理解啓発を進め、、交流の機会とするため、県内小中学校や他県特別支援学

校等の参加による合同文化祭の開催を検討している。 

 「あいサポート運動」についても、県内外での普及・定着を図るとともに、障害者差別解消法の施

行に向けて具体的な介助や支援の方法を学べるよう研修や教材の内容の充実化を図るなどして、引き

続き共生社会の実現に向けた取組を進めていきたい。 

・鳥取県障がい者アート推進事業          １１０，０９０千円 

・手話でコミュニケーション事業              ８７，４９６千円 

・あいサポート運動推進・連携等事業        １７，２１９千円 

・あいサポート・特別支援学校合同文化祭開催事業  １０，６８４千円 

○西部後見サポートセンター運営支援の継続と支援の拡充

について 

高齢者及び障がい者の権利擁護を推進するため、西部後

見サポートセンターへの運営支援の継続と、業務の一層の

充実のため体制強化が図れるよう支援を拡充すること。 

 西部後見サポートセンター運営支援については、当初予算において対応を検討している。併せて、

新たに地域密着型の権利擁護体制の確立及び総合的な相談体制の構築・支援する「トータルサポート

（総合相談）モデル事業」について、当初予算において検討している。 

・成年後見センター運営事業     ９，０００千円 

・トータルサポート（総合相談）モデル事業 ３，１８５千円 

○皆成学園の体制強化について 

皆成学園について、対応困難児を支援するため、人員体

制を強化するとともに、退所後の児童の生活の場の確保に

向けた取組を進めること。  

 対応困難な事例の分析や検証を行い、事例を蓄積して類型化し、今年度中にマニュアルを作成する

等対応困難児への支援方法を検討する。併せて、平成２６年１１月に再開した近江学園との職員交流

や共同研究を通して、職員のレベルアップを図っていく。 

 また、退所後、自宅に帰ることが困難な児童のため、グループホームの確保について地域や関係者

との連携を図るとともに、職場体験の実習先が増えるよう、地域の企業に働きかけを行うなど退所後
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の生活の場を確保できるよう支援の充実を図っていきたい。 

○療育体制検討委員会の設置について 

 鳥取県全体の障がい児福祉政策の在り方を改めて、検討

すること。 

県立病院長及び県立療育機関の長等をメンバーとした「鳥取県医療・療育連携会議」を立ち上げ、

第１回目の会議を１月１６日に開催し、県内療育体制の現状や課題、県立病院と県立療育機関との連

携等について検討を行った。 

 今後も、継続して当会議を開催し、医療と療育との連携等障がい児施策のあり方について検討を行

う。 

○定住外国人無年金者に対する救済措置について 

在日外国人に対する年金制度については、昭和５７年１

月１日時点において、２０歳以上で、既に障がいの状態で

あった者(平成２６年１月１日現在５２歳以上)及び昭和６

１年４月１日時点において６０歳以上の者(平成２６年４

月１日現在８８歳以上)は、それぞれ障害基礎年金や老齢基

礎年金及び老齢福祉年金が支給されない状況となってい

る。 

ついては、引き続き、これらの在日外国人に対して、救

済措置を講じること。 

 定住外国人無年金者に対する給付金を支給する市町村への継続支援について、当初予算において対

応を検討している。 

・外国人等高齢者福祉給付金支給事業 １，０８０千円 

○災害時の要支援者対応について 

地域の特性や実情を踏まえて、避難行動要支援者名簿の

情報に基づいた要支援者個々の計画が策定されるよう市町

村に対して、助言・指導を行うこと。 

併せて、福祉避難所の設置に際して、透析患者など、治

療が必要な障がい者等に対する配慮がなされるよう助言・

指導を行うこと。 

 避難行動要支援者の個別計画が未策定の市町村に対して、早期の策定を指導するとともに必要に応

じ助言等を行いたい。また、福祉避難所設置に際しては、施設・設備のバリアフリー化を進めるとと

もに、避難する障がい者等の特性に応じた配慮を行うよう、市町村に対して働きかけたい。 

○重度視覚障がい者の食の安全確保について 

重度視覚障がい者は、食品の賞味期限、消費期限等の極

めて重要な情報を入手するのが困難であるため、重度視覚

障がい者にもわかるような表示システムの開発に取り組む

事業者への支援を検討すること。 

 重度視覚障がい者の情報アクセスの充実は必要と考えており、そのためのニーズの把握、今後の支

援等について、関係団体等と話し合ってみたい。 

○西部地区における病弱特別支援学校小中学部の設置につ

いて 

鳥取県西部地区における病弱児童生徒に対応するため、

県立の病弱特別支援学校小中学部を速やかに設置するこ

と。 

西部地区における病弱特別支援学校小中学部のあり方については、皆生養護学校と米子市立米子養

護学校との連携の場を活用し、県・米子市教育委員会も参加して検討を進める。 

○琴の浦高等特別支援学校卒業生の就職支援について これまでに実施してきた取組を徹底するとともに、新たに、職場への定着を目指した支援体制の構
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琴の浦高等特別支援学校は、来春、一期生が卒業するこ

ととなるが、卒業生全員が就職できるよう、支援に万全を

期すこと。 

築について当初予算において検討している。 

・特別支援学校生徒の職場定着推進プロジェクト  ４，６４９千円 

・特別支援学校就労促進事業           １７，８３８千円 

 ・県版特別支援学校技能検定実施事業       ２，８５７千円 

琴の浦高等特別支援学校の生徒が就業に向けて専門的な教育を受けていることを企業に対して広

く紹介していただくよう経済団体へ要請を行うとともに、県内企業に対して学校のＰＲ及び卒業予定

者の就職に向けた働きかけを行っているところであり、今後も卒業生全員の就職に向けた支援につい

て、当初予算において検討している。 

・障がい者就業支援事業           ６４，９８０千円 

（14）医療施策の充実等について  

○医療行為等に対応できる事業所の確保について 

重度訪問介護サービスは事業所によって敬遠される傾向

にあることから、医療的ケアや強度行動障がいに対応でき

る事業所の確保に努めること。 

 痰吸引や強度行動障がいの研修の受講等について個別に事業所に働きかけるなど、医療的ケアや強

度行動障がいに対応できる事業所の確保に努めたい。 

○看護職員実習指導者の能力向上について 

来年度から、県内に看護職員養成施設が２施設開校する

予定となり、現在、実習指導者養成講習会の開催や、各実

習施設による指導体制づくりが急速に進められている。今

後は、この体制を高水準に維持・発展させ、実習指導者が

十分に能力を発揮し、県内看護職員の確保に繋げるための

環境整備が必要である。 

ついては、実習指導者の能力向上、継続的なフォロー研

修などを行うよう検討すること。 

 実習指導者養成講習会については、これまで島根県と隔年開催していたが、平成２５年度から県内

で年２回開催している。 

 平成２７年度については、実習指導者の継続研修として、県立看護学校の職員による講演や、医療

現場での困りごとに対するグループワーク等を、県直営で実施することとしている。 

○離職看護職のナースセンター届出努力義務化の促進につ

いて 

今年６月に成立した医療介護総合確保推進法の中に、看

護職員が離職した後のナースセンター届出の努力義務化が

含まれており、これにより再就業が促進されることが期待

されている。国・県・医療機関等が連携し、この制度をよ

り円滑に運用できる仕組みを構築すること。 

 ナースセンターへの届出制度については、平成２７年１０月から施行される予定であり、現在国に

おいて関係省令改正や通知等の準備が行われているところであることから、国の動きを注視しなが

ら、県としての対応を検討したい。 

○災害支援ナースの養成・確保事業について 

医療分野における災害時支援体制の構築は喫緊の課題で

あり、その体制構築を早急に進めるため、現在、鳥取県看

 災害支援ナースは、被災地での適切な医療・看護を行うために看護協会が養成・登録し、看護協会

の要請により被災地へ派遣されるものである。制度上、当県の事業主体は鳥取県看護協会となるので、

同協会から事業支援の要望があれば、検討したい。 
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護協会が行っている災害支援ナースの養成・確保事業を、

県事業として取り組むこと。 

○医師奨学金の返還免除者への対応について 

医師奨学金の返還免除を受けた者に対して、給与所得と

して課税されないよう必要な措置を講じることを国に働き

かけること。 

 医師奨学金等による医学生への支援は、将来に地域医療を担う医師を確保するために有効であり、

地域医療に携わる医師の確保に支障が生じないよう、返還免除受けた者に対する税務上の軽減措置は

必要と考えている。県としては、国の動向を注視していきたい。 

○岡山大学病院三朝医療センターの存続等について 

岡山大学病院三朝医療センターは、入院機能は休止され

たものの、外来診療は継続されているところであるが、医

師の減員から、今後の外来診療の継続が困難となるのでは

ないかとの危惧もあることから、同センターの診療機能の

維持・存続を引き続き岡山大学・国に働きかけること。 

併せて、同大学の地球物質科学研究センターが構想して

いる物質科学研究と医療分野が融合した事業が着実に実施

されるよう、岡山大学・国に働きかけること。 

 岡山大学病院三朝医療センターについては、平成２３年度に岡山大学が同センターの存続を決定し

た際の基本方針を踏まえ、同センターの診療機能の維持・存続を支援するとともに、「同センターの

医療機能と同大学の地球物質科学研究センターの物質科学の研究が連携し、温泉医療研究の新たな発

展を期する構想」が確実に実現されるよう、同大学を支援することを繰り返し国へ要望している。 

 昨年１１月に、同センターに関する諸問題を審議し、解決に向けての調整を行うことを目的とする

ワーキンググループが設置されたことから、この会議の場等を活用しながら、今後も、地元関係者な

どと同大学や国へ要望していきたい。 

○国民健康保険制度改革に伴う対応等について 

国民健康保険のあり方が、国保基盤強化協議会において

議論が進められているところであるが、今後、国の施策が

明らかにされ、県と市町村の役割分担の方向性が定まった

段階で、市町村との協議の場を設定すること。 

併せて、医療費助成等の地方単独事業の実施による国庫

負担金の減額措置を見直すよう、国に働きかけること。 

 鳥取県は、国と知事会・市長会・町村会の代表で構成する国保基盤強化協議会の事務レベルＷＧに

知事会代表の立場として協議に加わっている。

 国民健康保険の運営に関する国の施策や都道府県と市町村の役割分担については、議論の最中であ

り、これらの方向性が定まった段階になれば具体的な方策について県と市町村の協議の場を開催した

い。

 医療費助成等の地方単独事業の実施による国庫負担金の減額措置の見直しについては、毎年、国に

要望しているところであり、本年も１月９日に要望を行ったところである。

○後期高齢者保険料の特別徴収について 

後期高齢者保険料は特別徴収（年金徴収）による納入が

原則であるが、年度中途での保険料の減額等が発生した場

合は、特別徴収が中止され、普通徴収に切り替わることと

なっている。このように特別徴収と普通徴収が混在するこ

とにより、被保険者が混乱し、トラブルに発展するケース

がある。 

ついては、市町村の徴収事務に支障を来すことのない制

度とするよう、引き続き、国に働きかけること。 

 保険料変更後も特別徴収を可能とすればトラブルは解消されるので、全国後期高齢者医療広域連合

協議会から、この問題についての解決を国に求めており、国は、大規模なシステム改修が必要なこと

から、国保や介護保険のシステム改修とあわせて検討するとしている。

 鳥取県後期高齢者医療広域連合ともよく話し合って、システム改修が早期に行われるよう働きかけ

をしていきたい。

○年金特別徴収について 

介護保険料等の年金からの特別徴収開始には、確認作業

等に約６か月の期間を要し、この間は、普通徴収となって

 介護保険料等の年金からの特別徴収開始までの期間短縮について、国及び日本年金機構に働きかけ

る。 
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いるため、このタイムラグに戸惑う方が非常に多く、滞納

者を発生させる要因ともなっている。 

ついては、年金特別徴収開始を迅速にするよう、国に働

きかけること。 

併せて、国民健康保険制度から後期高齢者医療制度に切

り替えた場合に、継続して、年金特別徴収ができる仕組み

とするよう、国に働きかけること。 

（15）県民の健康づくりについて  

○がん対策について 

鳥取県のがん死亡率は、全国平均と比較すると、恒常的

に高い傾向にあることから、がん検診受診率の向上対策を

はじめ、早急かつ効果的にがん死亡率を減少させる取り組

みを強化推進すること。 

 がん死亡率減少のために、本県がん死亡率の高さに関連の深い肝臓がん予防の対策のほか、がんの

予防、がんの早期発見（受診率向上）、がん医療水準の向上、がん登録の推進など総合的ながん対策

に引き続き取り組んでいくことについて、当初予算において検討している。 

・がん対策推進体制強化事業     １３，１０４千円 

・がん医療提供体制整備事業     ８８，４０３千円 

・がん検診受診促進事業       １３，４４６千円 

・肝臓がん（肝炎）対策事業     ３５，５５６千円 

・生活習慣病検診等精度管理委託事業 ２１，１００千円 

○アルコール依存症対策について 

アルコール依存症は、「否認の病」と称されるように、

本人が認めないことから、専門治療を受けていない人が多

い。内科、外科の診療時に早期発見することが大切である。

医療機関と連携し、治療が受けられるような支援策づくり

を行うこと。 

 アルコール依存症やその予備群の方は、まず、内科等のかかりつけ医を受診することが多く、病状

によっては依存症治療の専門である精神科に繋げる必要がある。このため、かかりつけ医に対するア

ルコール依存症についての研修会を開催し、かかりつけ医と精神科医の連携強化を行うなど、精神科

受診が必要な当事者が早期に精神科へ繋がるよう努める。 

（16）生活困窮者への支援について  

生活困窮者自立支援法の適切な事業実施のための財政措

置について、市町村の意見を踏まえ、必要に応じて、国に

働きかけること。 

 生活困窮者自立支援法の施行にあたっては、対象者が多く見込まれない小規模な福祉事務所設置自

治体においても持続可能で実効ある運営ができるよう、体制整備・維持に必要な国庫負担金が確実に

受けられるような仕組みを講ずるよう、国に対して要望を行ってきたところである。 

 今後も法施行後の実施状況について、各市町村の意見も聞きながら、必要に応じて国への要望を行

いたい。 

（17）町福祉事務所の支援について  

県から移管された福祉事務所は、生活保護業務等、様々

な事案への対応が必要であるが、経験がまだ乏しいことも

あり、困難事例や事務所判断時の対処に困るケースがある。

ついては、町の福祉事務所を十分に機能させていくため、

 生活保護業務の適正実施に向けて、町村福祉事務所が定着し、質の確保･維持が図られることが必

要であると認識しており、東部(本庁)及び西部に監査要員として支援スタッフを配置し、要請があれ

ば、必要に応じて福祉事務所を訪問して助言、相談支援等を継続して実施していくこととしている。
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引き続き、支援すること。 

（18）転入サ高住入居者に係る住所地特例制度の遡及適用

について 

サービス付高齢者向け住宅について、法改正以前の転入

被保険者についても住所地特例の遡及対象とするよう、引

き続き、国へ働きかけること。 

 サービス付高齢者向け住宅の住所地特例遡及適用について、平成２６年１１月に国に要望を行った

ところであるが、引き続き、国に働きかけていく。 

（19）平成２７年度鳥取県民生委員児童委員大会への支援

県内の民生委員・児童委員が一堂に会し、３年に１回開

催される鳥取県民生委員児童委員大会は、日頃の活動を称

え、地域における今後のさらなる活動につなげる重要な大

会である。この大会が来年度、開催されることから、開催

支援を行うこと。 

 平成２７年度鳥取県民生委員児童委員大会の開催経費について、当初予算による対応を検討してい

る。 

・民生委員費（鳥取県民生児童委員協議会補助金） ３００千円 

（20）分散型エネルギーの推進について  

豊かな自然に恵まれた地方で、身近な再生可能エネルギ

ー資源の活用等により、分散型のエネルギー開発・利用を

推進することは、防災面や地域活性化といった観点からも

重要である。よって、地域で利用するエネルギーについて

は、木質バイオマス発電など地域資源の活用により最大限

供給できるよう、必要な環境整備に対して、支援すること。

間伐材、林地残材、製材所由来の端材やチップなどの地域エネルギー資源を活用し、長期的・安定

的な需給体制を整備するために、木質燃料用原木の安定供給に向けた山側への支援や木質バイオマス

熱利用施設（ボイラー等）の導入に対して支援する事業を当初予算において検討している。さらに、

地域エネルギー資源の地熱や温泉熱などを活用するための施設への支援も併せて検討している。 

・地域エネルギー資源活用支援事業               ７２，２９０千円 

・地域型エネルギー設備導入推進事業（薪ストーブ等導入事業）   ５，０００千円 

・間伐材搬出等事業                     ６９０，０００千円 

・木質バイオマス利用推進事業                 ２２，０００千円 

（21）産業廃棄物排出事業者に対する支援等について  

鳥取県環境管理事業センターの産業廃棄物最終処分場の

稼働時期の不透明な状態が続いている。県内の産業廃棄物

排出事業者は、県内に公的な産業廃棄物最終処分場が無く、

県外の公的施設は受入れを拒否している状況があるため、

やむなく県内外の民間業者に処分を委託している。 

しかし、割高な処分費を商品転嫁できず、経営を圧迫し

ているため、県内の産業廃棄物排出事業者に対する支援を

検討するとともに、鳥取県環境管理事業センターの産業廃

棄物処分場の早期供用を図ること。 

産業廃棄物管理型最終処分場は県内の産業活動の振興と恵まれた環境を保全する上で必要不可欠

な施設であり、産業廃棄物の適正処理を進める立場として、この処分場の確保について県にも一定の

責務がある。 

このため、（公財）鳥取県環境管理事業センターが進めている産業廃棄物管理型最終処分場の県内

整備について、県としても引続き支援し、早期供用を図りたい。 

（22）空き家対策について  

本県は、全国的に見て空き家率が多く、県内各地で空き 市町村が行う空き家実態調査及び除却・活用に係る計画策定を引続き支援するとともに、市町村と
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家の問題が顕在化している。老朽化した空き家は倒壊等に

よる危険性のみならず、景観や地域の防災・防犯、環境等、

多くの問題を発生させる要因となっており、市町村はその

対策に苦慮している。 

ついては、危険家屋の撤去等への支援等、市町村が行う

空き家対策への支援を積極的に行うとともに、空き家相談

窓口の開設について、検討すること。 

の協調による危険家屋撤去に対する補助制度の創設について、当初予算において検討している。 

・鳥取県空き家対策支援事業（鳥取県老朽危険空き家等除却支援事業） ６，０００千円 

また、相談窓口の開設については、現在県内に受け皿となる民間事業者・専門家等の団体がなく、

実施が難しい状況であるが、県としても窓口整備は必要と考えており、その方法について市町村の意

見を伺いながら検討したい。 

（23）山陰海岸ジオパークの振興について  

○第４回アジア太平洋ジオパークネットワークシンポジウ

ムの開催支援について 

今年９月に山陰海岸ジオパークで開催される第４回アジ

ア太平洋ジオパークネットワークシンポジウムの成功に向

け、引き続き、取組の強化と気運の醸成を図ること。 

平成２５年９月に日本ジオパーク委員会の委員長をトップとする組織委員会を設置し、さらに同年

１２月には実行委員会を組織し、本県も参画して準備が進められているところである。また、この大

会の後半日程が鳥取県内で開催されるのに合わせ、参加者へのおもてなしや住民参加プログラムの開

催など、大会の充実に向けた取組を当初予算において検討している。 

 ・山陰海岸世界ジオパークネットワーク推進事業（ＡＰＧＮ関連事業） ７，７４５千円  

○ジャパンエコトラックの創設について 

山陰海岸ジオパークを中心としたジャパンエコトラック

の創設に向けた環境整備を検討すること。 

山陰海岸ジオパークは浦富海岸や鳥取砂丘など、多くの自然、美しい景色を有しており、エコトラ

ックルートとしての素地を十分有していると考えている。 

今年度、同ジオパークエリアを含め、全県域でコンビニエンスストアと提携した休憩所整備など、

サイクリストにとって安心、安全、快適な地域に向けた受入環境整備に取り組んだところである。 

平成２６年１０月には鳥取市、岩美町などの県内市町村関係団体などで構成する「鳥取県サイクリ

ング環境整備検討会」を立ち上げ、県全体のサイクリングルートの設定、整備に向けた検討を行って

いるところであり、地域における機運の盛り上げを図りながら、将来的なジャパンエコトラックルー

トの認定につなげていく。 

○鳥取砂丘ビジターセンターの整備について 

環境省が砂丘の東側と西側地域に整備を検討している鳥

取砂丘ビジターセンターについては、それぞれの地域特性

を考慮した上で、西側地域についてもその役割を十分に果

たし、活用されていく必要がある。 

ついては、国立公園としての鳥取砂丘全体の将来像を描

き、大局的な見地に立った施設計画となるよう、国に働き

かけること。 

 環境省主催の鳥取砂丘ビジターセンター整備基本計画検討会において、砂丘西側と東側の特徴を活

かし、東西両館で機能分担しながら砂丘全体の魅力向上に繋げる視点で具体的な検討が進んでおり、

今年度中に基本計画が取りまとめられる予定である。 

そのうち、西館は、自然体験学習機能を中心として検討が進められており、砂丘西側のあり方を含め、

鳥取市や地元関係者等の意見をよく伺い、地域の意向が十分に反映されるよう、引続き環境省に強く

働きかけていく。 

○山陰海岸ジオパークの周遊ルートの道路改良について 

県道網代港岩美停車場線は、近年、山陰海岸ジオパーク

が世界ジオパークネットワークに加盟後、車両の通行量が

増加傾向であるが、田後地区内は道路幅員が狭く、大型観

光バスの通行が不可能であり、普通乗用車の通行にも支障

田後地区の県道網代港岩美停車場線については、平成２５年度から概略の検討を行っており、引き

続き関係機関及び地元等と調整をしながら事業実施に向けた検討を進める。

・単県道路調査費 ５，０００千円  
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を来している。 

ついては、地域の活性化、交通安全、産業振興、観光振

興、防災上の観点からも、県道網代港岩美停車場線の早期

改良を実施すること。 

（24）放射性廃棄物に関する法整備について  

自然由来の不法投棄物（放射性投棄物）を適正に処理で

きるように環境法の改正を国に働きかけるとともに、処分

費用について、支援を検討すること。 

 法整備と適正処理については、平成25年２月及び４月に国へ要望したところである。今後も、機会

を捉えて国に働きかけたい。 

なお、市町村が不法な投棄物について適正に処分する場合は、県の不法投棄廃棄物処理事業補助金で

対応することとしている。 

・不法投棄廃棄物処理事業 ７，１２７千円 

（25）安全なまちづくりの推進について  

「安全なまちづくりＬＥＤ防犯灯設置促進事業補助金」

の交付期間を延長すること。また、防犯灯の新設に限らず、

既設の防犯灯をＬＥＤに切り替える経費も補助対象とする

こと。 

 併せて、防犯カメラの設置に対する支援を検討すること。

 「安全なまちづくりＬＥＤ防犯灯設置促進事業補助金」は、市町村からのＬＥＤ防犯灯新設要望が

多いことから、補助事業の継続（新設補助）について、当初予算において検討している。 

また、地域の防犯力を高めるため、防犯カメラの設置やＬＥＤ防犯灯の増設（切替含む）等のハード

面と、地域住民による防犯活動などのソフト面が一体となった安心・安全な地域づくりを進めるモデ

ル的な取組に対する支援を当初予算において検討している。 

・地域の防犯力向上推進事業 ４，９５３千円 

（26）エコタイヤの導入支援について  

現在、燃油価格は安定しているが、物流機能強化の観点

からも、トラック事業者へのエコタイヤ導入に対する支援

を引き続き、行うこと。 

燃油価格の影響を受けやすいトラック事業者の省エネルギー対策を促進するため、エコタイヤ導入

に対する支援を当初予算において検討している。 

・運輸事業振興助成事業（エコタイヤ助成事業）  ６，４００千円 

（27）鳥獣害対策等について  

○鳥獣害対策について 

県内各地で、カラスによる梨への被害が多発しているた

め、カラスの捕獲奨励金の創設を検討すること。その際、

捕獲頭数の確認については、簡便な方法を検討すること。

 また、捕獲したシカ・イノシシの処理に関する手続きの

簡素化を図るとともに、シカ・イノシシによる飼料作物の

被害に対する救済制度を検討すること。 

 鳥獣の捕獲奨励金については、市町村の財政的負担も伴うことから、カラスについて制度の創設が

適当かどうか市町村の意見も聞きながら検討していきたい。 

また、捕獲個体は各市町村で定めた方法により処理（確認）されているところである。 

なお、現在、飼料用作物については、米に対する共済制度はあるものの、トウモロコシなどは対象

となっていない。国が検討している農業収入保険制度の動向を注視したい。 

○大型口径射撃場の整備について 

シカ等大型獣の捕獲従事者の確保・育成を図るため、県

内への大口径ライフル射撃場の整備について、検討するこ

と。 

 整備にあたっては、費用対効果や整備主体と関係自治体等の負担のあり方、管理方式や資格者の確

保など、課題の整理が必要である。このため、市町村や関係機関との連絡調整会議を設置し、意見交

換しながら具体的に検討していく予算を検討している。 

・鳥獣捕獲者確保環境整備事業（大口径ライフル射撃環境整備在り方検討） １２８千円 
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（28）ため池の浚渫について  

近年農家の高齢化や若い担い手の減少等により、ため池

の維持管理作業が十分にできない状況にある。 

ついては、ため池の浚渫について、取り組みやすい制度

となるよう、国に働きかけるとともに、防災上の観点から

必要な浚渫については、県で対応すること。 

ため池の浚渫に係る国庫補助事業の要件緩和について、平成２７年１月８日に国に要望を行った。

単県の助成制度の創設を当初予算で検討している。 

 ・ため池防災減災対策推進事業（ため池浚渫事業） １５，０００千円 

○緊（29）建設業関連技能労働者の後継者育成について  

建設業の鉄筋、大工、型枠等の専門工事業者の人手不足

は深刻であり、次世代を担う若い技能労働者の育成を図る

必要がある。 

ついては、昨年度、創設された後継者育成制度の拡充を

図るよう検討するとともに、教育委員会と連携し、生徒や

保護者に向けて、建設業の魅力等を積極的にＰＲするなど、

専門工事業に対する若者の理解促進を図ること。 

併せて、建設業関連技能労働者の安定賃金を確保するた

め、設計単価が適正に下請業者の請負金額に反映されてい

るか、引き続き、調査を行うとともに、建設業法を遵守す

るよう元請業者への指導を徹底すること。 

建設業関連技能労働者の後継者育成については、より効果的に技能労働者の育成を図るため、特に

人手不足が深刻な建設業種を対象とした支援内容の拡充を、２月補正予算において検討している。 

 ・【２月補正】若年者等への技能承継事業   ３８，０５３千円 

建設業の魅力発信に取組むなど人材確保に意欲のある企業・団体に対する補助制度を創設するほ

か、インターシップ受入企業への支援や新規入職者トレーナーへの人件費補助、高校生については教

育委員会のキァリア教育事業の実施及びＰＴＡや教職員と若手・女性技術者との座談会等の開催、鳥

取大学と連携した現場見学会の実施などにより、建設業の魅力や役割を理解していただくなど、建設

業の魅力発信の取組みを当初予算で検討している。 

 ・【２月補正】将来の建設産業担い手育成支援事業 １４，７５１千円 

 ・未来を支える建設技術者・技能者の確保・育成事業 ５，１３０千円  

 ・鳥取県版キャリア教育推進事業 １５，５０２千円 

また、建設業関連技能労働者の適切な賃金水準等の確保に向けて、技能労働者の賃金水準等詳細調

査、下請取引等点検調査、施工体制調査を実施するとともに、法定福利費が内訳明示された標準見積

書の活用を促進し、適正な価格による下請契約が締結されるよう、元請業者に対して必要な対応を行

っており、２７年度も当初予算による対応を検討している。 

 ・建設技能労働者の労働環境改善と若年者の確保・育成事業 ９，４１０千円  

 ・建設業健全発展促進事業 １８，６１８千円 

（30）道の駅の整備について  

○浜村温泉ＩＣ（仮称）付近の「道の駅」の整備について

鳥取市が検討している浜村温泉ＩＣ（仮称）付近への新

たな「道の駅」の整備について、必要な支援を行うこと。

「鳥取市西いなば地域振興協議会」が中心となって鳥取西道路の開通を見据えた「道の駅」構想を

まとめられることとされており、施設の整備について関係機関による円滑な検討が出来るよう、国と

も調整しながら協議していく。 

 また、「道の駅」の整備方針が決定した後は、登録に向けた手続きにかかる支援を行っていく。 

○定住・商業（大田原）区域の一体的整備について 日南町において進められている大田原地区の整備構想に位置づけられている『道の駅』について、
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日南町が、町中心部の新たなまちづくりの拠点として、

地域の活性化のため、大田原地区を「定住及び商業区域」

としての整備を進めている。 

特に商業ゾーンにおいては、平成２８年度春に道の駅と

してのオープンを目指しており、道の駅登録への支援を行

うとともに、一体的整備を図ること。 

日南町と連携を図りながら一体型の道の駅として、道路情報提供施設などの整備を図っていくことを

当初予算で検討している。 

・防災・安全交付金事業 ２０，０００千円 

○緊（31）鳥取県土地家屋調査士会との連携について  

公共事業の実施に当たり、用地交渉が難航している案件

について、効率的な早期事業進捗の観点から、鳥取県土地

家屋調査士会と連携した取組が行えないか検討すること。

土地の境界が原因で用地交渉が難航している案件について、鳥取県土地家屋調査士協会が運

営する「境界問題相談センターとっとり」を活用し、専門家のアドバイスにより解決を図る。

（32）建設業の適正利潤の確保について  

建設業は、地域経済・雇用を維持し、地域住民の安心・

安全を守っており、この役割を引き続き、担っていくため

には、建設業が適正利潤を確保し、健全な経営を行ってい

く必要がある。 

ついては、適正利潤の確保に向けて、あらゆる対策を講

じること。 

併せて、関係者の意見や他県の状況を踏まえ、公共施設

設計業務の予定価格の積算の見直しを検討すること。 

適正利潤の確保に向けて、最低制限価格（平成２２年８月）・調査基準価格（平成２５年７月）の

引き上げによる低価格入札の防止や、設計労務単価の引き上げ（平成２５年４月、平成２６年２月）、

施工箇所が点在する場合の間接工事費の算出方法の見直し（平成２５年１２月、平成２６年５月）、

維持修繕工事等の標準歩掛の見直し及び間接工事費の引き上げ（平成２６年１０月）を行った。 

さらに、平成２６年１０月から公共工事の主要３工種（鉄筋工、足場工、型枠工）について、設計

額に含まれる労務費、法定福利費を元請・下請双方に明示することとした。 

今後も、元請・下請の双方が適正な利潤を確保できるよう指導を行うとともに、関係者の意見、他

県の状況を踏まえ、適宜見直しを行っていく。 

また、公共施設設計業務の予定価格については、関係業界と意見交換を行うとともに、他県の実態

調査を行った上で、必要に応じて、設計・工事監理業務委託料の算定基準の改定を検討する。 

（33）教育環境の整備等について  

○屋内運動場の天井等の耐震対策について 

市町村が計画する屋内運動場の天井等の耐震対策が進む

よう、予算額の確保を国に求めること。 

市町村が進める屋内運動場の天井等の耐震対策に係る予算の確保について、引き続き、国に対して

要望する。 

○緊○児童の体力向上対策について 

県内児童の体力の低下傾向に歯止めがかかっていない

ことから、体力調査の結果を詳細に分析するとともに、

体育専科教員の増員配置など、体力向上に向けた取組を

充実・強化すること。 

現在、平成２６年度に実施した鳥取県体力･運動能力調査（県実施）及び、全国体力･運動能力、運

動習慣等調査（文部科学省実施）の結果を詳細に分析し、この分析結果をもとに「子どもの体力向上

支援委員会」において体力低下の要因や今後の取組方針を協議しているところである。 

また、従前からの「遊びの王様ランキング」「トップアスリート派遣」「体育専科教員の配置」等

の他に、平成２７年度からの新たな取組として、モデル校を指定し、休憩時間や放課後等に地域人材

を派遣して体力向上の取組を行い、その成果を全県に普及する事業を当初予算において検討してい

る。 

・子どもの体力向上推進プロジェクト事業 １，７９７千円 
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○土曜日授業への支援について 

主体的に土曜日授業に取り組む市町村に対して、教職員

の勤務時間の条件整備等、さらなる支援を行うこと。 

土曜授業等の実施市町村を対象とした連絡協議会開催やアンケートをとおして、土曜日の効果的な

活用事例を紹介するとともに、課題等についても情報収集を行い、実施日についての基準日の設定や

振替が行いやすい環境づくりなどの環境整備に努めることとしている。 

また、土曜授業等を実施しようとする市町村の取組を支援し、子どもたちの土曜日における教育活

動の充実を図る。 

○複式学級の解消について 

 複式学級の解消を図るため、引き続き、万全な対策を講

じること。 

本県では、国基準を上回る学級編成基準の弾力化を図るとともに、市町村が県学級編制基準を上回

る学級編制を希望する場合には協力金により実施できるなど、複式学級の解消を図ってきた。 

今後も継続して複式学級の解消を図っていく。 

○栄養教諭の配置について 

栄養教諭の配置について、平成26年度は三朝町、北栄町、

日南町、日野町のみが県内において兼務体制となっている。

子どもたちの心と体の健やかな発達に向けて重要な食育

を今後も推進していくため、まずは、兼務状況の検証を行

い、問題点を整理した上で、栄養教諭の県内全市町村１名

の配置について、検討すること。 

栄養教諭の兼務については、本年度から試行的に実施しており、昨年度未配置であった町において

も栄養教諭による食育の指導を受けることができることとなった一方で、栄養教諭の負担増（両町間

の移動、状況の異なる２町での取組等）や、各町で不在期間があるために取組が中途半端になりやす

い等の問題点も明らかになったところである。 

 本年度の兼務の実施状況等についての検証結果を踏まえ、栄養教諭の県内全市町村への配置に向け

て当初予算において検討している。 

○情報教育支援員の配置について 

情報教育は義務教育段階で身につけておかなければなら

ない重要な要素であるが、学校教育現場では、情報教育の

必要性は十分に認識しているものの、コンピュータの設

定・準備や授業での活用方法を研究する時間が確保できな

いため、その活用は一部の教員に偏っているのが現状であ

る。 

ついては、情報教育を推進するため、中学校区ごとに１

名の情報教育支援員（仮称）の配置について、検討するこ

と。 

急速に進む情報化社会において、学校現場でのさらなる情報教育の推進は重要なことであると認識

している。また、鳥取県ＩＣＴ活用教育推進協議会から県教育委員会教育長へ平成２６年１０月に行

われた提言では、人的配置（ＩＣＴ支援員等）についても触れられているところである。現在、提言

を受けて鳥取県ＩＣＴ活用教育推進ビジョンの策定を進めている。それらの趣旨を踏まえ、今後の支

援の在り方について市町村教育委員会と連携を図りながら検討していきたい。 

 なお、教育センターにＩＣＴ支援員（非常勤）を配置し、学校訪問型研修も含め、教職員研修を充

実させていくことを当初予算において検討している。 

 ・ＩＣＴ活用教育推進事業（ＩＣＴ支援員の配置） ２，４７５千円 

○県費負担教職員の旅費のあり方について 

県費負担教職員が修学旅行の引率等を行う際に生じる旅

費を県が負担することが法律上、困難であるため、一部の

市町村では、教職員の自己負担となっている。 

ついては、県費負担教職員の旅費のあり方について、市

町村の意見を踏まえ、検討すること。 

県費負担教職員の旅費については、法律上県が負担することとなっている。 

なお、市町村立学校における修学旅行の引率等の学校行事に伴う旅費以外の経費は、設置者である

市町村が負担すべきものとされている。 

○教育支援センターへの支援について 

不登校等の対策を進めていく上で、市町村教育委員会が

運営する教育支援センターと密に連携していくことが大変

 学校への復帰を前提とした教育支援センターの取組は、在籍校である小中学校と密接かつ継続的な

連携が必要であり、市町村教委が教育支援センターも運営することで、その役割がより効果的に発揮

できるようになっている。県教育委員会としては、青少年社会教育施設において教育支援センターと
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重要であるため、県教育委員会として、今後の連携方策を

十分検討すること。 

連携した不登校児童生徒の宿泊体験研修を引き続き行うとともに、「いじめ・不登校総合対策センタ

ー」を中心に教育支援センターと連携方策を具体的に検討する。 

○緊（34）博物館の今後のあり方について 

県立博物館の今後のあり方について、早急に方向

性を打ち出すこと。 

県立博物館の今後のあり方については、現在、現状・課題検討委員会において課題の整理やその対

応策について審議をしていただいているところであり、県民アンケートを実施するなどした上で、早

期に検討を進め、結果をとりまとめていく。 

（35）中央病院建替工事について 

建替工事に際しては、地元企業の参入を念頭に入れ

て、建築設計業務等を行うよう検討すること。併せて、

県産材の内装材を積極的に活用すること。 

中央病院に求められる医療機能の発揮の観点に加え、地元企業の参入を念頭においた工種、工区に

留意し、新築建物の構成、既存施設の改修や設備の内容等を検討する。また、内装材への積極的な県

産材活用についても配慮していく。 

（36）県・鳥大医学部共同のドクターヘリ運航システムの

検討について 

   県と鳥大医学部との共同によるドクターヘリの運航

システムを検討すること。 

導入した場合の需要の分析や費用負担等を含め、医療、消防、自治体等の関係者の意見を伺いなが

ら検討していきたい。 


